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はじめに 

「道の駅たかのす」は平成元年 10 月から供用が開始され、十和田八幡平や田沢湖、白神山地や男鹿

半島を結ぶ広域観光の中継地点に位置した交流拠点として、秋田県内第一号の道の駅として認定される

とともに、「大太鼓の館」が併設された「地域文化と結びついた道の駅」として元祖的な存在となって

います。また供用開始以降も地域の防災拠点や産直施設などの機能が随時強化され、道路利用者だけで

はなく、幅広い地域住民の憩いの場として親しまれるとともに、地域の経済と雇用に大きく貢献してき

ました。 

一方、時代は平成から令和へと移り、日本海沿岸東北自動車道の延伸等による自動車動線の変化や分

散的な施設配置といった「道の駅」としての固有課題の顕在化、また国全体としての人口減少と少子高

齢化の一層の進行とともに、変容するライフスタイルや社会経済情勢、激甚化する自然災害、感染症流

行対策といった国際的課題など、「道の駅たかのす」が直面する様々な環境の変化に対応していくとと

もに、今後も地域の期待に応えていくことが一層求められています。 

そこで、多くの人が集う交通拠点としての立地を活かし地域経済の活性化、地域産業の振興（観光振

興・農林業振興）を図り「 しごとにはげむ活力あるまちづくり」を進める賑わいの交流拠点として、ま

た子育て世帯の交流や地域の伝統継承等を通して、多様で幅広い人々が集い「命のたいせつさを学び文

化をはぐくむ豊かなまちづくり」を進める未来を育む交流拠点として、さらには地域防災の要として今

後の「道の駅たかのす」が目指すべき姿について検討し、令和３年５月「道の駅たかのす基本構想」

（以下「基本構想」という。）が策定されました。 

道の駅たかのす基本計画（以下「基本計画」という。）は、この「基本構想」を踏まえ、導入施設の

内容や規模等の基本的な内容を整理するものです。 

策定にあたっては、今後の「道の駅たかのす」の目指すべき姿を検討するため、様々な知見を持つ市

民や本整備を行う上で連携が不可欠と考えられる団体の代表者等からなる「道の駅たかのす整備検討委

員会」を令和３年２月に設置し、検討を深めるとともに、本市の関係部局職員で構成する「道の駅たか

のす整備作業部会」を設置して協議を重ね、基本計画を策定しました。 
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１ 計画の前提整理 

（１）上位・関連計画における「道の駅たかのす」の位置づけ 

現在の「道の駅たかのす」は、「北秋田市人口ビジョン・第２期北秋田市まち・ひと・しごと創生

総合戦略」及び「北秋田市都市計画マスタープラン」では、主に広域観光・交流・情報提供（発信）

拠点として位置付けられているとともに、防災面では、「北秋田市地域防災計画」において「指定緊

急避難場所」及び「指定避難所」に位置付けられています。 

また、「道の駅たかのす」の整備にあたり、令和３年５月に「「道の駅たかのす」基本構想」を策

定し、基本コンセプトや整備方針を決定しました。 
 

北秋田市人口ビジョン・第２期総合戦略（第２次北秋田市総合計画後期基本計画重点プロジェクト）

（令和 3年 3月：北秋田市） 
 

■計画期間      令和 3年度～令和 7年度 
 

■将来の目標人口   令和 7 年（2025 年）に人口 27,018 人  

令和 22 年（2040 年）に人口 19,388 人  

令和 42 年（2060 年）に人口 11,944 人 

■道の駅に関連する施策 

人口減少を和らげるため、結婚、出産、子育ての希望をかなえ、生活面の充実を図るとともに、文

化や歴史、街並み等を生かした「暮らしやすさ」を追求し、地方の魅力を育み、ひとが集う地域を構

築することを目指す。 

さらに、世界も視野に入れて、競い合いながら、観光、農業、製造業など、地域ごとの特性を生か

して域外から稼ぐとともに、域外から稼いだ資金を地域発のイノベーションや地域企業への投資につ

なげる等、地域の隅々まで循環させることにより、地域経済を強くしていく。 
 

戦略１ 産業振

興による仕事

づくり・稼ぐ

地域づくり 

○農作物に応じた地域ブランド化の推進や、より付加価値を高めた農産物加工を進

める 6 次産業化等の取組を支援します。 

○特産品の推奨認定や開発支援により新たな魅力を創出し、アンテナショップやふ

るさと納税の活用及び友好都市（東京都国立市）との連携等により、新たな PR 拠

点の創出を図ります。また、事業者が行うネット通販等の整備に対し支援を行い

市産品の PR と販路拡大に取り組みます。 

○世界遺産登録を目指す伊勢堂岱遺跡をはじめ、綴子の大太鼓・マタギ文化・獅子

踊り・万灯火など北秋田市ならではの歴史文化を見学・体験できる機会を創出

し、関係人口等の増加を促します。 

○2 次アクセス等の交通インフラ、Wi-Fi 環境、サイン等を整備し市内での回遊性を

促進するとともに、利用実態に即した観光施設・宿泊施設・直売施設等の滞在環

境の向上を図ります。特に「道の駅たかのす」のリニューアル等、地域振興や観

光振興に資する環境整備に取り組みます。 

○人口減少に伴う市内・県内の市場が縮小する中で観光誘客を図っていくために

は、広域的な連携を強化し圏域のセールスポイントやアクセス等の情報を広く国

内外に発信するとともに、トップセールス等により市独自の魅力発信に取り組む

ことで、多様なニーズを取り込み交流人口の増加を図ります。 

○市民が主体的に取り組む魅力的なイベント等の開催や特産品等の直売所を支援す

ることにより、市民と来訪者がふれあい、地域が賑わう機会を創出します。 

戦略２ 新たな

人の流れをつ

くる移住・定

住の促進 

○移住希望者を惹きつけるため、「きたあきた暮らし」の魅力や移住施策について、

多様な情報通信メディアを活用して、効果的な方法により情報を発信します。 

○阿仁マタギ等の本市の宝（地域資源）を活用した企画により、つながりのきっか

けをつくり、関係人口の創出と拡大を図ります。 

戦略３ 結婚・出

産・子育てをかな

える切れ目のない

○育児相談、乳幼児健診、育児サークル等を通じて、子どもの健やかな成長と、保

護者の育児不安の軽減に努めます。 
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支援の推進 

戦略４ 住み続け

たい、安心を築く

地域社会の形成 

○伝統文化を通じた交流を進めることで、伝統文化への理解を深めるとともに見聞

を広めてもらう機会を創出します。 

 

 

北秋田市都市計画マスタープラン（平成 19年 3月：北秋田市） 

 

■計画期間 平成 19～令和 8 年度 

 

■道の駅に関連する施策 

＜来訪者にアピールする施設整備や機能充実＞ 

来訪者に対して北秋田市を内外に広くピーアールしていくため、様々な情報の提供や本市で生産･

提供される食や物産、文化･芸術等と触れあう機会の拡大を図ります。 

また、他都市との交流や農村留学、体験学習などを進めることで、北秋田市ファンやリピーター

を増やし育てていきます。 

 

道の駅たかのす 

道の駅あに「マタギ

の里」 

北秋田市には、南北に道の駅が整備されています。来訪者へのピーアー

ル・情報提供を強化するとともに、地域の食や物産を提供する場として、

機能の充実を図り、より魅力的な施設としていきます。 
 

 

北秋田市地域防災計画（平成 27年 2月：北秋田市） 

 

「道の駅たかのす」は指定緊急避難場所及び指定避難に指定されています。 

 

 建物有効面積（㎡） 一時避難（2㎡/人）  

指定緊急避難場所 970 485 

 

 建物有効面積（㎡） 長期避難（3㎡/人） 

指定避難所 90 30 

 

（１）指定緊急避難場所 
災害に対して安全な区域内に立地する施設等又は安全区域外に立地するが災害に対して安全な構造

を有する施設など、災害発生時に迅速に避難場所の開設を行うことが可能な管理体制等を有するものを

指定する。 

（２）指定避難所 
被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、速やかに被災者等を受け入れること等が可

能な構造又は設備を有する施設であって、想定される災害による影響が比較的少なく、災害救援物資等

の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定する。 

なお、主として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配慮者の円滑な利用を確

保するための措置が講じられ、相談等の支援を受けることができる体制が整備されているもの等を指定

する。 

また、指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる。 

なお、学校を避難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮するとともに避

難所としての機能は応急的なものであることを認識の上、避難所となる施設の利用方法等について、事

前に市教育委員会等の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図る。 
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「道の駅たかのす」基本構想（令和 3年 5月：北秋田市） 

 

基本コンセプト 

 

世界一の大太鼓が響き、産物があふれる多様な心と体を育む、ぬくもりステーション 

 

 

●整備方針１ 

文化・伝統を継承し、様々な世代が交流するにぎわいの交流ステーション 

① 世界一の大太鼓をはじめとした地域のさまざまな宝を活かすため、これらの魅力を発信し、伝

統の継承に取り組んでまいります。 

② 森吉山や伊勢堂岱遺跡など北秋田市の魅力を総合的に発信し、滞留型観光の推進を図ります。 

③あらゆる世代が太鼓とふれあい、イベントに参加してみたい交流の場を提供します。 

 

●整備方針２ 

地元の食や産品の活用により、人が集い、地域産業が輝く交流ステーション 

① 地域の豊かな自然が育んだ「北秋田市らしい」良質な地元産品を四季を通じて提供します。 

② 地元の食と農産物を通して産地の育成と農家の所得向上に取り組みます。 

③ 多様な販売形態を備え、様々な消費者ニーズへの対応を図ります。 

 

●整備方針３ 

未来を担うすべての子どもたちが楽しく・安心して利用できる交流ステーション 

① すべての子どもたちが楽しく安心して遊べる場を提供します。 

②子育て世帯の交流の場を提供します。 

③子育て世帯が便利で立ち寄りやすい環境を創ります。 
 
●整備方針４ 

ノーマライゼーションの社会を実現する「心のバリアフリー」ステーション 

① 誰にとっても優しく、快適に過ごすことができる場を提供します。 

② 障がいのある人にも就業や社会参加の場と機会づくりを推進します。 

 

●整備方針５ 

地域住民と道路利用者の安全・安心を確保する防災拠点ステーション 

① 地域住民に対して、災害時における情報、物資、場所を提供し、安全・安心を守る防災機能を

提供します。 

② 道路利用者に対し、必要な道路情報と一時避難場所を提供します。 
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（２）広域条件の整理 

①位置・交通条件 

北秋田市は秋田県の北部中央に位置し、

面積 1,152.76k ㎡で、県全体の約 10％を占

めています。 

県都秋田市から北東約 60 ㎞、東部は大館

市・鹿角市、南部は上小阿仁村に隣接する

ほか、西部は能代市に近接しています。 

主要な交通網については、市域の東西方

向に国道 7 号と JR 奥羽本線が通り、また平

成 28 年には日沿道大館能代空港インターチ

ェンジが開通しています。南北方向には国

道 105 号、285 号、鷹巣と角館を結ぶ秋田内

陸線が通っています。 

東京への定期便が運航されている大館能

代空港があります。 

 

②自然条件 

【気候】 

内陸性で年較差が激しく、冬季は低

温で山間部は積雪量が多いため森吉地

域、阿仁地域は特別豪雪地帯に指定さ

れています。 

 

 

 

 

資料：秋田地方気象台 鷹巣観測所 

【地形等】 

市北部を横断する米代川中流部の鷹巣盆地を中心として、この盆地と米代川の支流である阿仁川や

小阿仁川等の河川の流域に優れた農地を形成し、市街地や集落が点在しています。 

県立自然公園に指定されている森吉山麓を中心にクマゲラの棲むブナの原生林や多数の瀑布が散在

し、優れた自然景観や山岳渓流に恵まれています。 

市総面積（1,152.76 k ㎡）における可住地

面積は 145.81k ㎡（12.6％）で、市域の大半

は森林で占められています。 
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■北秋田市の年間気温（平成 29年） 
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■土地の利用状況 

資料：平成 28年度秋田県国土利用計画管理運営資料 
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③社会条件 

【歴史・文化】 

北秋田市は平成 17 年３月 22 日、鷹巣町、合川町、森吉町、阿仁町の４町の合併により誕生しまし

た。 

市の中央部には花の百名山と名高い県立自然公園である森吉山が勇壮にそびえ、春夏の高山植物や

秋の紅葉そして冬は樹氷に彩られ、豊かな自然のシンボルとなっています。また、世界文化遺産登録

が決定した国指定史跡伊勢堂岱遺跡、世界一の綴子大太鼓、クマの狩猟で知られる阿仁のマタギ文化

など固有の歴史、文化的資源を有しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜森吉山県立自然公園＞              ＜樹氷（冬期）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜大太鼓の館（道の駅たかのす内）＞        ＜伊勢堂岱遺跡＞ 
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【人口・世帯数】 

令和２年国勢調査による人口数は 30,217 人、世帯数は 12,079 世帯となっており、特に人口は、昭

和 30 年時の約 67,000人からほぼ６割まで減少してきています。 

平成 27 年及び平成 22 年国勢調査から、年齢別人口構成比の変化をみると、総人口が減少していく

一方で、60歳以上人口の割合のみ増加しています。 

 

＜人口・世帯数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２年は速報値） 

 

＜年齢別人口割合の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（北秋田市統計書掲載） 

 

【国立社会保障・人口問題研究所による推計人口】   ＜年齢 3区分別人口割合＞ 

平成 27 年国勢調査確定値をもとに国立

社会保障・人口問題研究所が行った平成 30 

年 3 月推計に準拠した推計によると、総人

口に対する 65 歳以上の人口割合が増加する

一方、15 歳未満及び 15～64 歳の人口割合

が減少していきます。 

 

 

資料：北秋田市人口ビジョン第２期北秋田市まちひとしごと創生

総合戦略より作成  
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【産業等】 

市の主産業としては稲作を中心とした農業や、衣服・木材、電子部品などの製造業、医療・福祉業

となっており、産業大分類別就業人口(平成 27 年国勢調査)をみると、第三次産業が 61％となってい

ます。 

＜製造業事業所・従業者数・製品出荷額等の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：工業統計調査（各年 12月 31日現在） 
 

＜産業大分類別就業人口＞ 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 27年） 

 

市内の観光入込客数全体としては、東日本大震災等の影響による落ち込みからの回復基調がみられ

ましたが、コロナ禍にあってか令和 2年では大きく減少に転じました。 

そうした状況にあって、令和 3 年 7 月にユネスコ世界文化遺産に登録決定された伊勢堂岱遺跡の発

信など、更なる「北秋田観光」の展開に注力していく必要があります。 

 

＜北秋田市・分類別観光地点等入込客数（延べ人数）の状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

155 176 296 407 466 355 303 264 212

171 185
201 213 199

155

117
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93

3,630
4,017

4,650
5,078
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2,283
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0

1,000

2,000

3,000
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5,000
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0
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年間出荷額(億円) 事業所数(箇所) 従業者数（人）

1,770 
11%

4,217 
28%

9,279 
61%

第1次産業

第2次産業

第3次産業

1,469,000
1,384,000

2,040,000

970,263

1,116,680

1,061,225
1,107,136 1,118,1651,128,241

1,042,831
990,843 992,808

695,579

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

（人）

資料：秋田県観光統計 
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主要観光地点の入込客数をみると「大太鼓の里ぶっさん館」が最も多くなっています。なお、近年

の推移（平成 28年と令和 2年時点比較）では「四季美館」や「森吉山(阿仁ゴンドラ)」を除き、概ね

減少となっています。 

 

＜主要観光地点入込客数＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：秋田県観光統計 観光地点別観光地点等入込客数（延人数）一覧 

 

  

 

15,110 14,226 12,336 14,199 13,267

293,671

261,660

228,190

215,448

144,316

25,500 24,950 23,650 22,250

19,600

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000
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平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

大太鼓の館（道の駅たかのす）

大太鼓の里ぶっさん館（道の駅たかのす）

たかのす情報プラザ（道の駅たかのす）

北秋田市文化会館

湯の岱温泉

伊勢堂岱温泉 縄文の湯

四季美館

クウィンス森吉

打当温泉

北秋田市熊牧場くまくま園

阿仁スキー場

森吉山(阿仁ゴンドラ)

道の駅またたび館

北欧の杜公園

森吉山ダム広報館

（人）
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（３）計画地に係る立地条件の整理 

計画対象地の概要について、下記に整理します。 

 

①計画地の概要 

■基本条件 

所 在 地 ：秋田県北秋田市綴子字大堤道下 62番地１ 

隣 接 道 路 ：国道７号 

交通量 H22  10,131台(日中) 

H27  9,300台(日中)  

R12  6,400台 ※推定交通量 

供 用 開 始 ：平成元年 10月７日 

全 体 面 積 ：約 42,400㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土地理院地図を加工 

 

  

国道 7号 

計画地 

ＪＲ鷹ノ巣
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■施設概況 

施設名 設置年 

「大太鼓の館」「大太鼓の里ぶっさん館」 平成元年 

情報プラザ 平成９年 

ドリームワールド 平成 13 年 

防災拠点設備 平成 23 年 

ＪＡ産直「おおだいこ」 平成 28 年 

木質バイオマス発電施設 平成 29 年 

 
 

 

 

 

 

 
①大太鼓の里ぶっさん館 H 元年度 

 

 

 

 

 

 
②大太鼓の館 H 元年度        ③情報プラザ H19 年度 

 

 

 

 

 

 

 
④JA 産直「おおだいこ」H28 年度 

 

 

 

 

 

 

 
⑤木質バイオマス発電施設 H29 年度 

 

 

 

 

 

 
 
 
⑥防災拠点設備 H23 年度 

（貯水槽・非常用発電機） 

 
 

 

 

 

 

 
 

⑦ドリームワールド、釜堤公園 

資料：「道の駅たかのす」基本構想(令和３年５月)  

 

■基盤施設 

計画地の下水道については、鷹巣

処理区に含まれ、北部１号幹線が整

備されています。 

上水道については、令和 2 年度

「道の駅たかのす整備候補地検討業

務報告書」により、普及済エリアに

含むとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画地 

北部１号

幹線 

◀能代市 
大館市▶ 

① 
⑥ 

④ 

⑤ 

⑦ 

②

② 

③ 

国道 7 号 
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②立地条件等の整理 

１）法規制等 

 

■都市計画区域 

計画地は都市計画区域内に含まれていますが、⽤途地域は未指定となっています。 

なお、建築形態制限上は容積率 200％、建ぺい率 70％の指定があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■北秋田市景観条例 

⾼速⾃動⾞国道、⼀般国道若しくは県道⼜は旅客鉄道線路の境界線から 200m 以内の沿道・沿線地域

内の建築・⼯作物、開発⾏為に関し形態意匠等の制限があります。 

 

 

  

計画地 
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■農業振興地域 

計画地は農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号の農用地区域)に含まれ

ていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：秋田県土地利用基本計画図（令和２年度道の駅たかのす整備候補地検討業務報告書掲載） 

 

■災害危険度 

北秋田市洪水・土砂災害ハザードマップによれば、計画地は浸⽔想定区域、⼟砂災害特別区域のい

ずれにも含まれていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画地 

計画地 

道
の
駅 
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２）周辺状況 

■交通条件 

計画地周辺に係る広域交通網についてみると、計画地から約 5.7km の位置に秋田自動車道鷹巣イン

ターチェンジがあり、また概ね同程度の距離圏に大館能代空港があります。鉄道網については市の中

心市街地を JR奥羽本線、秋田内陸線が通り、計画地から鷹巣駅の距離は約 2.3kmあります。 

■周辺立地施設 

計画地の周辺に立地する主な観光、レクリエーション等の関連施設の立地状況は下表の通りとなっ

ています。 

区分 名称 所在地 

観光・歴史・文化

系施設 

北秋田市文化会館「ファ

ルコン」 

北秋田市材木町 2-3（奥羽本線鷹巣駅歩５分） 

市民ふれあいプラザ「コ

ムコム」 

北秋田市花園町 10-5（奥羽本線鷹巣駅歩約６分） 

伊勢堂岱縄文館 北秋田市脇神字小ケ田中田 100-1（秋田内陸線縄文小

ケ田駅歩約８分） 

レクリエーション

系施設 

鷹巣運動公園 北秋田市坊沢下上野（奥羽本線鷹巣駅歩約 17 分） 

鷹巣中央公園 北秋田市脇神高村岱 

大規模商業施設 イオンタウン鷹巣 北秋田市栄字中綱 31-1 

たかのすモール 北秋田市栄字前綱 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鷹巣 IC 

画地 

計画地 

奥羽本線 

秋田内陸線 

大館能代空港 

約 2.3km 

約 5.7km 

鷹巣駅 ● 

北秋田市文化会館 

鷹巣中央公園 

● 

● 

● 
市民ふれあいプラザ 

鷹巣運動公園 

● 
伊勢堂岱縄文館 

● イオンタウン鷹巣 
● 

たかのすモール 
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（４）道の駅の基本機能の整理 

①「道の駅」について 

■目的               ■基本コンセプト 

●道路利用者への安全で快適な道

路交通環境の提供 

 

●地域の振興や安全の確保に寄与 

 

 

 

 

 

■基本機能 

「道の駅」の登録開始（平成５年４月）に先立ち策定された「道の駅」登録・案内要綱（平成５年 

２月 23 日建設省道企発第 19 号建設省道路局長通達）では、「道の駅」とは“地域の創意工夫により道

路利用者に快適な休憩と多様で質の高いサービスを提供する施設”と定めています。 

＜施設構成に係る規定＞ 

●休憩目的の利用者が無料で利用できる十分な容量の駐車場（駐車台数概ね 20 台以上）と、清潔な便所

（便器数概ね 10 器以上）を備えるとともに、それらの施設及び施設間を結ぶ主要な歩行経路のバリア

フリー化が図られていること 

●利用者に多様なサービスを提供する施設であって、道路及び地域に関する情報を提供する案内所また

は案内コーナーがあるものが備わっていること 

●子育て応援施設として、乳幼児に対する授乳やおむつ交換が可能なスペースが備わっていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「道の駅案内」国土交通省 HP 
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②「道の駅」をめぐる動向 

■「道の駅」第３ステージ 

国土交通省では道の駅に対する地方創生の拠点としての更なる期待の高まりを踏まえ、平成５年か

らを第１ステージ（「通過する道路利用者へのサービス 提供の場」）、平成 25 年からを第２ステージ 

（「道の駅自体が目的地となる」）として取り組みを進めてきました。これに続く新たな第３ステージ

では、各道の駅の設置者や運営者の自由な発想による多様な取り組みを基本としつつ、地域の活性化

や安全・安心等の実現のため、全国に展開している強みを活かし、「個から面（ネットワーク）」とし

ての取り組みをさらに強化するものとされています。 

 

＜「2025年」に目指す３つの姿（令和元年 11月 18日 新「道の駅」のあり方検討会提言）＞ 
 

「道の駅」を世界ブランドへ 

・海外へのプロモーションやプロジェクト展開を国が推進し、「道の駅」は世界ブランドに。多くの外国

人が新たなインバウンド観光拠点となった「道の駅」を目指し日本へ。 

・「道の駅」では、国や連絡会の支援も受けて、多言語対応やキャッシュレスなど基本サービスを用意。

地域の文化体験など地域ぐるみでの受入環境も充実。周辺の「道の駅」や観光施設、風景街道などが

連携して周遊観光ルートを創出。 

・バス、自転車、レンタカーなど周遊の交通拠点としての役割も発揮し、日本の隅々まで旅行を喚起。

多様な交通手段と地域、観光施設情報等がまとめて提供されるサービス（観光 MaaS）の導入も始まり

移動が活発化。 
 

新「防災道の駅」が全国の安心拠点に 

・広域的な防災機能を担うため、国等の支援を受けてハード・ソフト対策を強化した「防災道の駅」を

新たに導入。地域住民や道路利用者、外国人観光客も含め、他の防災施設と連携しながら安全・安心

な場を提供。 

・各「道の駅」でも、地域の防災計画に基づいて、ＢＣＰの策定、防災訓練など災害時の機能確保に向

けた準備を着実に実施。 

・これら「道の駅」の活動情報は、災害時に国、自治体、連絡会等でいち早く共有。関係機関の支援も

受けながら、道の駅が地域の復旧・復興の拠点として貢献。 
 

あらゆる世代が活躍する舞台となる地域センターに 

・「道の駅」を舞台に、地域の課題解決や民間とタイアップした「地域活性化プロジェクト」が、ボラン

ティアを含めた様々な団体との協働や、全国連絡会等が橋渡しを行いながら、全国各地で盛んに実

施。 

・地域の子育てを応援する施設の併設や、高齢者の生活の足を確保するための自動運転サービスのター

ミナルとなるなど、あらゆる世代が「道の駅」で活躍するための環境を提供。 

・多くの学生達が、「道の駅」でインターンとして業務を経験したり、実習に訪れ、地域の特産品をいか

した商品開発に取り組み、全国コンテスト優勝を目指して奮闘。 
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■モデル「道の駅」・重点「道の駅」 

全国を対象にしたモデル「道の駅」及び重点「道の駅」の近年の選定状況を下表に整理します。 

 

＜全国モデル「道の駅」（平成 26年選定）＞ 

●地域活性化の拠点として、特に優れた機能を継続的に発揮していると認められるもの 

・既存の「道の駅」を対象に、国土交通大臣が選定 

・観光、産業、福祉、防災等、地域資源の活用や地域の課題解決を図るための地域のゲートウェイや

地域センターとして機能 

・設置から一定年数（10年以上）、継続的に地域に貢献 

⇒ 全国的なモデルとして成果を広く周知するとともに、さらなる機能発揮を重点支援 

道の駅名称 所在地 特徴 

遠野風の丘 岩手県遠野市 広域防災拠点として高度な防災機能を分担 

もてぎ 栃木県茂木町 真岡鉄道の SLやサーキットなど地域の魅力へのアクセスポ

イントとしてのゲートウェイ機能 

川場田園プラザ 群馬県川場村 「農業プラス観光」で人口約 3,700 人の村に年間約 120 万

人が来訪しリピート率は７割 

とみうら 千葉県南房総市 観光資源（びわ等）をパッケージ化し、都市部の旅行代理

店へ販売 

萩しーまーと 山口県萩市 地元業者と共に、魚の加工品の開発。その商品は、「究極

のおみやげ」等様々な賞を受賞 

内子フレッシュ

パークからり 

愛媛県内子町 地元農家が中心となった商品開発、町内の農産品販売額の

15%を占める 

 

＜重点「道の駅」（令和元年度選定分）＞ 

●地域活性化の拠点となる優れた企画があり、今後の重点支援で効果的な取組が期待できるもの 

⇒ 取組を広く周知するとともに、取組の実現に向けて関係機関が連携し重点支援 

道の駅名称 所在地 特徴 

南ふらの 北海道南富良野町 体験型アウトドア観光の拠点としてリニューアル。地元と

来訪者との交流を促進する機能も整備 

おながわ 宮城県女川町 公民の連携により、震災復興・地域観光・地域交流の一体

的なサービス拠点の創出 

（仮）ふくしま 福島県福島市 日本風景街道やフルーツラインを活用したサークルツーリ

ズム拠点の創出と震災等により屋外で遊べない子供向けの

遊び場を整備 

かさま 茨城県笠間市 多様な交通手段との連携による、交通結節点機能の強化。

地元大学と連携した子育て支援と人材育成の実施 

南房総市道の駅 千葉県南房総市 運営主体の統合と市役所組織を再編を実施。８つの道の駅

が連携して施設リニューアルやツーリズムの充実等を実施 

庭園の郷保内 新潟県三条市 地元産業を活用した子育て世代支援事業の強化 

渥美半島菜の花

浪漫街道「道の

駅」ネットワー

ク 

愛知県田原市 日本風景街道で繋がる道の駅が連携して「ナショナルサイ

クルリスト」の受け入れ拠点としてリニューアル 
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道の駅名称 所在地 特徴 

（仮）美浜 福井県美浜町 鉄道駅に近接する強みを活かした交通結節点機能の強化

（コミュニティバスの運行ルートの再編やレンタサイクル

等の設置など）、キッズルームを整備し、一時預かり・育

児講習会等による子育て支援機能の充実 

あいとうマー

ガレットステ

ーション 

滋賀県東近江市 道の駅を核として、農業体験メニューや、滞在機能の充実

による農業と観光と地域資源が連動した拠点（ガーデンビ

レッジ）へのリニューアル 

丹波おばあち

ゃんの里 

兵庫県丹波市 高速ＩＣに近接する立地を活かし、休憩機能の向上や、宿

泊、情報発信機能の強化による周遊観光拠点の創出 

高田屋嘉兵衛公

園 

兵庫県洲本市 情報発信、宿泊、サイクリスト受入環境の整備によるゲー

トウェイ機能の強化 

北条公園 鳥取県北栄町 併設するオートキャンプ場との連携を図った、農産物や交

流・多目的ゾーンにリニューアル 

いたの 徳島県板野町 ２つの高速ＩＣに近接する立地を活かし、観光ＤＭＯとの

連携による観光モデルルートの構築による周遊観光拠点の

創出 

くしま 宮崎県串間市 風景街道、道守、地域団体との連携によりサイクリング拠

点を創出 

都城 宮崎県都城市 地場産業（畜産、林業等）と連携した子育て支援施設等へ

のリニューアル。地元大学（園芸学部）と連携した、駅内

の花壇・植栽を実施 

 

■「防災道の駅」 

「道の駅」第３ステージの取組の一環として、都道府県の地域防災計画等で、広域的な防災拠点に

位置づけられている「道の駅」について「防災道の駅」として選定し、防災拠点としての役割を果た

すための、ハード・ソフト両面からの重点的な支援が行われるものです。 

 

＜「防災道の駅」の選定要件＞ 

１．都道府県が策定する広域的な防災計画（地域防災計画もしくは受援計画）及び新広域道路交通

計画（国交省と都道府県で策定中）に広域的な防災拠点として位置づけられていること 

※ ハザードエリアに存する場合は、適切な対応が講じられていること 

２．災害時に求められる機能に応じて、以下に示す施設、体制が整っていること 

① 建物の耐震化、無停電化、通信や水の確保等により、災害時においても業務実施可能な施設

となっていること 

② 災害時の支援活動に必要なスペースとして、2,500㎡以上の駐車場を備えていること 

③ 道の駅の設置者である市町村と道路管理者の役割分担等が定まったＢＣＰ（業務継続計画）

が策定されていること 

３．２．が整っていない場合については、今後３年程度で必要な機能、施設、体制を整えるための

具体的な計画があること 

 

 「防災道の駅」は、令和３年６月に初めて、都道府県からの提案を踏まえ重点支援対象となる 39

駅が選定されました。 

  



19 

 

■近隣エリアにおける「道の駅」整備動向 

道の駅たかのすの近隣エリアにおける「道の駅」の整備状況を概括すると下表のとおりであり、

直近では平成 30 年に「道の駅ふたつい」のリニューアル整備と平成 22 年に北秋田市内で「道の駅大

館能代空港」が整備されており、観光交流機能の強化や防災、福祉等の地域生活拠点としての機能充

実などが図られています。 

 

道の駅名称 所在地 概要 

ふたつい 能代市 既存「道の駅ふたつい」の移転整備により、防災・地域福祉・産

業振興・インバウンド観光面の機能整備とともに、「きみまちの

郷（さと）」の整備を進め、交流人口の拡大による地域活性化を

図っていく。 

平成 28年国土交通省「重点道の駅」に選定されている。 

大館能代空港 北秋田市 県北地域の中央に位置し、一般国道 7号自動車専用道路（鷹巣大

館道路）の整備とともに、首都圏や他の大都市とを結ぶ空の玄関

口として、人・もの・情報の交流拠点として大きな役割を果たし

ている。 

本空港のある秋田県北部地域は世界遺産「白神山地」や十和田八

幡平国立公園などの全国でも有数の観光資源を有する。 

ひない 大館市 秋田県北部、米代川の中流域に位置し、男鹿半島や十和田湖、八

幡平など秋田県を代表する観光地の中継地点となっている大館能

代空港まで約 25 分（自動車）の距離にあり、付近には温泉宿泊

施設「比内ベニヤマ荘」やコテージ、「大葛金山ふるさと館」な

どの観光施設が立地している。本場比内地鶏を堪能できるレスト

ランの他、軽食・直売コーナーでは新鮮な農畜産物をそろえてい

る。 

あに 北秋田市 

 

国道 105号角館・鷹巣間の中間地点に位置し、ドライバーの休憩

や道路情報・観光情報の発信などに利用される。  

農林水産物直売所は地域の人々が持ち寄った新鮮な農産物、山菜

や民芸品等を直売する。また、同施設内のレストランでは地元の

特産品農産物、山菜等の食材を利用して「マタギの里」らしい料

理を提供する。 
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（５）補助事業等財源の整理 

道の駅整備にあたって活用が考えられる国補助事業について下表に整理します。 

 

想定機能 メニュー 関係省庁 

休
憩
機
能
施
設 

食事 ○地域経済循環創造事業交付金（民間事業者等の初期

投資費用に対し支援） 

総務省 

駐車場 ○直轄道路事業（交通安全） 

○社会資本整備総合交付金（道路事業） 

国土交通省 

トイレ ○直轄道路事業（交通安全） 

○社会資本整備総合交付金（道路事業） 

○「道の駅」インバウンド対応拠点化整備事業 

国土交通省 

情
報
発
信 

道路交通情報 ○直轄道路事業（交通安全） 

○社会資本整備総合交付金（道路事業） 

国土交通省 

観光情報 ○「道の駅」インバウンド対応拠点化整備事業 国土交通省 

休憩施設 〇直轄道路事業（交通安全） 

〇社会資本整備総合交付金（道路事業） 

国土交通省 

地
域
連
携
機
能 

文化教養・観光

レクリエーショ

ン 

〇「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」

形成推進事業（道の駅への公民館、診療所、保育所

等の複数の生活機能の再編・集約及び施設整備 

国土交通省 

〇過疎地域遊休施設再整備事業 総務省 

物産等販売施設 ○「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」

形成推進事業（道の駅への公民館、診療所、保育所

等の複数の生活機能の再編・集約及び施設整備 

国土交通省 

○地域経済循環創造事業交付金（民間事業者等の初期

投資費用に対し支援） 

総務省 

 

○食料産業・６次産業化交付金 農林水産省 

地
域
連
携
機
能 

子育て応援施設 ○直轄道路事業（交通安全） 

○社会資本整備総合交付金（道路事業） 

国土交通省 

 

○「道の駅」インバウンド対応拠点化整備事業 内閣府 

ドリームワール

ド(屋外遊戯施

設) 

  

防災施設 ○直轄道路事業（交通安全） 

○社会資本整備総合交付金（道路事業） 

国土交通省 

 

○緊急防災・減災事業債（地方債） 総務省 

○訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業（非常

用電源装置等） 

観光庁 

そ
の
他
機
能 

イベントスペー

ス 

―  

釜堤（散策道整

備） 
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（６）「道の駅たかのす」を取り巻く広域的な動向整理 

以上を踏まえて、「道の駅たかのす」を取り巻く広域的な動向を下記に整理します。 

 

①広域的な視点からの北秋田市の特徴と踏まえるべき社会動向等 

【機会】〇北秋田市内には、地域固有の魅力となる有形・無形の文化財が数多い。 

〇広い市域内には地域ごとに郷土芸能、郷土料理など特色ある産業、文化が息づいている。 

〇大館能代空港の利用者数は増加傾向にある。 

〇国により、「道の駅」への様々な支援が強化されている。 

〇世界的に食の安全性への関心が高まっている。 

〇健康ヘルス市場、自己啓発市場が成長産業となっている。 

〇観光交流の目的において、モノよりコトへの関心が高まっている。 

〇自然志向のライフスタイルへの関心が高まっている。 

〇デジタル化や感染症対策、さらには SDGs への対応等により新しい生活様式が進み、かつ

求められている。 

【脅威】〇出生率の低下、少子化の進行は、地域コミュニティの維持や世代間の支え合い機能の低下、

地域の子育て機能の低下・子どもの健全育成への影響、地域経済力の停滞、労働力人口

の減少につながっている。 

〇令和元年度の高齢化率が 43.3％となっており、令和 22年には 53.6％になることが見込ま

れ、特に市内農業就業人口が減少し高齢化が進行している。 

〇降雪量など冬期の厳しい気象環境にある。 

〇地震やゲリラ豪雨など頻発する災害への対応が求められている。 

 

②「道の駅たかのす」の立地環境と現況特性 

【強み】〇航空、鉄道、高速自動車道が揃い、県内でも有数の広域交通条件に恵まれている。 

〇世界文化遺産登録が決定した国指定史跡伊勢堂岱遺跡が比較的に近いところにある。 

〇世界一の大太鼓としてギネス記録に認定されている綴子大太鼓が展示されている大太鼓の

館がある。 

〇ドリームワールドの利用者が年々多くなっている。 

〇比内地鶏を代表とした地域ならではの食材に恵まれている。 

〇北秋田洪水・土砂災害ハザードマップにおいて、浸水想定区域、土砂災害特別区域のいず

れにも含まれていない。 

【弱み】〇施設の老朽化・陳腐化が進行、配置も分散しており、利用者の動線が不便。 

〇魅力ある特産品の PR不足 

〇周辺に集客力のある施設がなく、北秋田市中心部から離れていることから、誘客につなが

る魅力強化・目的化が必要。 

〇秋田自動車道の開通により、国道７号線の通行量が減少する見込み。 

〇冬期間の地元産品の品不足 
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（７）道の駅たかのす整備の課題と方向性 

基本構想で示された基本条件と「道の駅たかのす」を取り巻く広域的な動向整理から、整備の課題を整理すると以下のとおりとなります。 

基本条件 
〇「大太鼓の館」の主要区画と「産直大太鼓」の既存施設を活用した
一体型整備 

〇既存用地内での再配置（下水道配管上は建物不可） 
〇目標利用者数：50万人 
〇概算総事業費：1,390,000千円 
（ドリームワールド改修費・ぶっさん館解体費は含まない） 

〇ドリームワールドの訴求力を活用 
〇地産地消等、内需型利用をベースに、空港等のゲートウェイを活か
した地域間交流の拠点 

〇子育て応援、障がい者等の活躍の場 
〇新しい生活様式、SDGｓへの対応 
〇重点道の駅（①次世代観光拠点の形成②風景街道・道守連携③高速
道路連携④子育て応援） 

〇防災機能の強化 

施設立地・現況特性 

強み 
〇航空、鉄道、高速自動車道が揃い、県内
でも有数の広域交通条件に恵まれてい
る。 

〇世界文化遺産登録が決定した国指定史跡
伊勢堂岱遺跡が比較的に近いところにあ
る。 

〇世界一の大太鼓としてギネス記録に認定
されている綴子大太鼓が展示されている
大太鼓の館がある。 

〇ドリームワールドの利用者が年々多くな
っている。 

〇比内地鶏を代表とした地域ならではの食
材に恵まれている。 

〇北秋田洪水・土砂災害ハザードマップに
おいて、浸水想定区域、土砂災害特別区
域のいずれにも含まれていない。 

弱み 
〇施設の老朽化・陳腐化が進行、配置も分
散しており、利用者の動線が不便。 

〇魅力ある特産品のPR不足 
〇周辺に集客力のある施設がなく、北秋田
市中心部から離れていることから、誘客
につながる魅力強化・目的化が必要。 

〇秋田自動車道の開通により、国道７号線
の通行量が減少する見込み。 

〇冬期間の地元産品の品不足 

北
秋
田
市
の
特
徴
、
社
会
動
向
等 

機会 
〇有形・無形の文化財が数多い。 
〇郷土芸能、郷土料理など特色ある産業、文化が息づいている。 
〇大館能代空港の利用者数は増加傾向にある。 
〇国による「道の駅」への支援強化 
〇食の安全性への関心の高まり。 
〇健康ヘルス市場、自⼰啓発市場は成⻑産業である。 
〇来訪者等はモノよりコトへの関心が高まっている。 
〇自然志向のライフスタイルへの関心が高まっている。 
〇新しい生活様式 

  

脅威 
〇出生率の低下、少子化の進行は、地域コミュニティの維持や世
代間の支え合い機能の低下、地域の子育て機能の低下・子ども
の健全育成への影響、地域経済力の停滞、労働力人口の減少に
つながっている。 

〇令和元年度の高齢化率が43.3％となっており、令和22年には
53.6％になることが見込まれ、特に市内農業就業人口が減少し
高齢化が進行している。 

〇降雪量など冬期の厳しい気象環境。 
〇地震やゲリラ豪雨など頻発する災害への対応 

  

■課題２ 
施設自体が目的化した機能、役
割の装備 

■課題１ 
持続性のある地域づくりへの
「道の駅」の貢献 

■課題５ 
大館能代空港、秋田自動車道等からの回遊の仕掛けづくり 

■課題４ 
防災機能の強化 

■課題３ 
安全性や健康をベースとした通
年化、差別化を図った農産物、
加工品の開発、提供 
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少子・高齢化が進行する地域で、地域コミュニティや世代間の支え合い機能を維持し持続性ある地

域としていくうえで、その担い手の育成が重要な課題となっています。 

将来の地域づくりの担い手となるべきは今の子どもたちであり、地域の伝統文化の継承などを含め

て将来の地域を支えまちづくりを担う子どもたちに着目した“子育て”の場として「道の駅」も機能

していくことが望まれます。 

 

 

 

全国各地の道の駅が、その存続をかけて誘客に力を入れている中で、独自の工夫によりターゲット

を絞り「目的地化」に取り組んでいます。 

既に、国の「道の駅」第２ステージで『道の駅自体が目的地』とのスローガンがうたわれています。 

しかしながら、「道の駅たかのす」では、「世界一の大太鼓」という圧倒的なインパクトのある資源

があるにもかかわらず、周辺施設やサービス、ＰＲの不足により、遠方からの来客増につながる「目

的地化」の度合いは限定的でした。 

秋田自動車道の延伸により、観光客の動線に変化が生じる見通しの中で、「道の駅たかのす」及び取

り巻く環境が備える資源を最大限に活かして「目的地化」につながる魅力（ハード・ソフト）づくり

に取り組むことが望まれます。 

 

 

 

降雪量の多い本地域では、冬季の新鮮な農産物の供給に限りがあることから、直売所の売り上げに

おいて季節的な変動要因となっています。 

食の安全性や健康志向が高まる中で、他地域との差別化を図りながら特産の農産物や加工品を開発

していくことが求められます。 

 

 

 

各地で地震や豪雨、浸水等の災害が、時と場所を選ばずに頻発しています。 

こうした災害時に対して、近年、道の駅において自衛隊等の救援活動の拠点や、緊急物資等の集

積・供給拠点、緊急ヘリポート、一時避難所等、様々な機能を有して防災拠点としての役割を果たす

ことが期待されています。 

「道の駅たかのす」には、既に県により緊急輸送道路ネットワーク計画における「指定拠点」とし

て位置づけられ、北秋田市の地域防災計画においては「指定緊急避難場所」「指定避難所」に位置づけ

られ、72 時間非常用発電、２万リットル生活用水用貯水槽、防災用資機材、情報提供設備、非常用ト

イレが装備されていますが、今後、市域に限らず広域的な防災体制の構築の中で、「道の駅たかのす」

が果たすべき役割、備えるべき防災機能の見極めと対策が必要となっています。 

  

■課題２ 施設自体が目的化した機能、役割の装備 

■課題１ 持続性のある地域づくりへの「道の駅」の貢献 

■課題４ 防災機能の強化 

■課題３ 安全性や健康をベースとした通年化、差別化を図った農産物、加工品の開発、提供 
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大館能代空港の利用者は、２次交通として公共交通を利用する場合、大館行きリムジンバスを利用

してＪＲ鷹ノ巣駅でＪＲ線乗り換えるか、そのままバスで大館方面へと向かうかたちで、道の駅たか

のすを経由しないルートを通っています。 

また、秋田自動車道は、今後「道の駅ふたつい」に直結する場所にインターチェンジができること

から、「道の駅たかのす」にとっては来訪客の獲得の面では不利な状況となります。 

こうした不利条件を克服して道の駅たかのすの集客につなげるため、道の駅たかのす自体が目的地

となるよう施設やサービスの魅力向上を図るとともに、市内観光施設との連携が求められます。 

 

 

 

  

■課題５ 大館能代空港、秋田自動車道等からの回遊の仕掛けづくり 
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２ 基本方針 

（１）基本コンセプト 

 

「道の駅たかのす」基本構想において、基本コンセプトと施設の整備方針を以下のとおり設定して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「道の駅たかのす」基本構想 

【基本コンセプト】 

世界一の大太鼓が響き、産物があふれる 

多様な心と体を育む、ぬくもりステーション 

＜施設の整備方針＞ 

●整備方針１ 

文化・伝統を継承し、様々な世代が交流するにぎわいの交流ステーション 

①世界一の大太鼓をはじめとした地域のさまざまな宝を活かすため、これらの魅力を発信し、

伝統の継承に取り組んでまいります。 

②森吉山や伊勢堂岱遺跡など北秋田市の魅力を総合的に発信し、滞留型観光の推進を図りま

す。 

③あらゆる世代が太鼓とふれあい、イベントに参加してみたい交流の場を提供します。 

 

●整備方針２ 

地元の食や産品の活用により、人が集い、地域産業が輝く交流ステーション 

①地域の豊かな自然が育んだ「北秋田市らしい」良質な地元産品を四季を通じて提供します。 

②地元の食と農産物を通して産地の育成と農家の所得向上に取り組みます。 

③多様な販売形態を備え、様々な消費者ニーズへの対応を図ります。 

 

●整備方針３ 

未来を担うすべての子どもたちが楽しく・安心して利用できる交流ステーション 

①すべての子どもたちが楽しく安心して遊べる場を提供します。 

②子育て世帯の交流の場を提供します。 

③子育て世帯が便利で立ち寄りやすい環境を創ります。  

 
●整備方針４ 

ノーマライゼーションの社会を実現する「心のバリアフリー」ステーション 

①誰にとっても優しく、快適に過ごすことができる場を提供します。 

②障がいのある人にも就業や社会参加の場と機会づくりを推進します。 

 

●整備方針５ 

地域住民と道路利用者の安全・安心を確保する防災拠点ステーション 

①地域住民に対して、災害時における情報、物資、場所を提供し、安全・安心を守る防災機能

を提供します。 

②道路利用者に対し、必要な道路情報と一時避難場所を提供します。 
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（２）基本方針と整備の方向性 

 

課題整理を踏まえ、基本構想の整備方針から、施設整備にあたっての基本方針と方向性を以下のと

おり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針１ 

「道の駅」に、多様な「人（材）」が集い交わることで、新たな価値を生み出し地域の活力を創出す

る拠点となるような環境を整えます。 

 

≪整備の方向性≫ 

○道の駅が立地する綴子地区に古くから伝わる「世界一の大太鼓」や東北地方の大動脈である「羽州

街道」をはじめとする地元の様々な資源を重視し、その積極的な発信に努めていきます。 

→大太鼓の展示・体験、例大祭等の伝統文化の映像鑑賞・情報発信スペース 

○地域の魅力やこだわりを前面に押し出した、地元産品を主体とした目玉メニューの提供や、多様な

消費者ニーズにも対応し豊富な品揃えができる空間を確保するなど、地元産品の消費拡大や産地育成・振

興の拠点となる施設を整備します。 

→地元産品を使った民間連携店（パン、アイス、地酒等）  

→テイクアウトメニュー、屋外フードスペース 

○多様な利用客を想定し、明るく、清潔で、使いやすく、安心して利用できる施設を整備します。 

→高齢者や障がい者、ファミリー層にも対応した多機能トイレ 

→施設に接して快適に利用できるまごころ駐車場 

○インバウンド需要の再興も見据え、国内外からの観光・交流人口(客)増加に向けた情報提供基盤を

整備します。 

→無料Wi-Fi（公衆無線LAN環境整備）、多言語案内、キャッシュレス環境 

 

 

 

  

整備方針１ 文化・伝統を継承し、様々な世代が交流するにぎわいの交流ステーション 

整備方針３ 未来を担うすべての子どもたちが楽しく・安心して利用できる交流ステーション 

整備方針４ ノーマライゼーションの社会を実現する「心のバリアフリー」ステーション 

課題１．持続性のある地域づくりへの「道の駅」の貢献 
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基本方針２ 

「大太鼓の館」を核とする文化資源や自然資源等の体験・情報発信機能、目玉商品となる特産品の

開発・ＰＲの充実による観光の目的地化に加えて、子どもの屋内外の遊び場、伝統芸能の継承に繋が

る体験・展示、子育て交流の場の提供等により、地域の子どもと大人が日常的に集うような目的地化

を進めます。 

 

≪整備の方向性≫ 

○屋内施設とドリームワールドを活用し、年間を通して子ども達がおもいきり身体を動かせる遊具と広場を整備

します。 

→「親子で楽しめる」ことに主眼をおき、幅広い層の子供たちがのびのびと遊べる空間を提供 

○歴史文化伝統と深く結びついた道の駅としての特徴を前面に押し出し、綴子大太鼓を広くＰＲする

展示空間を確保します。 

→既存の「大太鼓の館」をメイン施設として、世界一の大太鼓の展示、実演・映像鑑賞ほか、各種

情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備方針１ 文化・伝統を継承し、様々な世代が交流するにぎわいの交流ステーション 

整備方針２ 地元の食や産品の活用により、人が集い、地域産業が輝く交流ステーション 

整備方針３ 未来を担うすべての子どもたちが楽しく・安心して利用できる交流ステーション 

課題２．施設自体が目的化した機能、役割の装備 
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基本方針３ 

民間の食品企業との連携を進めるほか、地元農産物を活用して話題性のあるオンリーワンの商品開発

に取り組みます。 

 

≪整備の方向性≫ 

○多くの生産者が産品を販売できる地域に根差した直売施設とするとともに、障がいのある人も活躍

できる機会づくりを進めます。 

→地元・市内の農繁期に対応した売場面積 

→市内外と連携した農閑期の商品の充実 

→地元産品を使った加工品・土産物の開発（比内地鶏バーガー等） 

→目玉メニュー（比内地鶏・やまと豚・もも豚・馬肉・鮎・松尾牛等の地元産品から）の開発・提

供と新しい生活様式に対応したレストラン 

○軽食等の飲食提供についても地域の食材を活かしたメニューとするとともに、市内飲食店が携われ

る機会を創出する仕組みを工夫します。またアフターコロナを見据え、屋外食事スペースの確保や

テイクアウトにも対応します。 

→軽食・テイクアウトメニューの提供、屋外フードスペースの確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針４ 

広域的な防災拠点としての機能を高めつつ、地域住民にとって身近で安心できる避難所となるよう災

害時に必要となる機能を充実させます。 

≪整備の方向性≫ 

○災害時には、近隣住民のみならず道路通行者も含めた避難場所として機能する拠点として、支援活

動や救援物資の中継・提供、情報の収集・提供など、災害時における「情報」「物」「場所」を集

約する防災拠点としての機能充実を図ります。 

→備蓄施設（倉庫）、非常用発電設備 

→感染症対策にも配慮した避難所 

 

  

課題３．安全性や健康をベースとした通年化、差別化を図った農産物、加工品の開発、提供 

整備方針２ 地元の食や産品の活用により、人が集い、地域産業が輝く交流ステーション 

整備方針４ ノーマライゼーションの社会を実現する「心のバリアフリー」ステーション 

整備方針５ 地域住民と道路利用者の安全・安心を確保する防災拠点ステーション 

課題４．防災機能の強化 
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基本方針５ 

各種路線バスのルートを「道の駅たかのす」経由に変更することで、バス利用者の立ち寄り機会を

創出します。 

電気自動車の充電設備を整備します。 

周辺観光拠点等との回遊に着目したサービスを充実させます。 

≪整備の方向性≫ 

○地域生活ニーズへの対応とともに観光等広域的な利用需要の喚起にも努め、循環バスの運行を検討

するとともに、観光バス等の立寄り場としての利用を目指します。 

→循環バス（空港・伊勢堂岱・鷹巣市街地との連絡）、観光バス等の立ち寄り場利用 

→パークアンドライド（バス利用者）用駐車スペース 

 

 

  

整備方針１ 文化・伝統を継承し、様々な世代が交流するにぎわいの交流ステーション 

課題５．大館能代空港、秋田自動車道等からの回遊の仕掛けづくり 
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（３）目標の設定 

 

「道の駅たかのす」の利用客数は、平成 27年に 33万人を超える規模でありましたが、以降減少傾向

が続き、特に令和 2年には新型コロナ感染症の影響により大幅な減少となりました。 

基本方針に示した各種取り組みを行うことで、地元住民の利用促進と観光誘客も併せた“目的地化”

を図ることで、令和６年の整備後には平成 27年時点前後の利用者数の獲得を目指します。 

 

■利用者数の目標                                 単位：人 

 
実績値 目標値 

平成 

27 年 

平成 

28 年 

平成 

29 年 

平成 

30 年 

令和 

元年 

令和 

2 年 

令和 

3 年 

令和 

4 年 

令和 

5 年 

令和 

6 年 

令和 

7 年 

令和 

8 年 

大太鼓の館 16,180 15,258 13,680 12,548 13,991 11,296 11,500 10,800 10,100 29,400 40,000 40,000 

ぶっさん館 293,800 277,881 264,860 219,854 213,714 138,269 166,700 144,900 123,100 201,400 

400,000 400,000 
たかのす情

報プラザ 
24,700 24,950 25,650 22,950 21,850 18,750 20,900 20,200 19,400 18,600 

JA 産直大

太鼓 
－ 45,109 65,746 68,009 67,611 79,100 86,000 93,000 100,000 107,000 

子育て応援

施設 
－ － － － － － － － － 30,000 50,000 50,000 

イベント来

場者 
－ － － － － － － － － 6,000 10,000 10,000 

小計 334,680 363,198 369,936 323,361 317,166 247,415 285,100 268,900 252,600 392,400 500,000 500,000 
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（３）導入機能 

導入機能については、「道の駅たかのす」基本構想において設定されており、ここではその施設整備

の考え方を設定します。 

 

①導入機能 

道の駅整備課題への対応を踏まえ、導入が想定される機能について下表に整理します。 

 

■導入すべき機能の一覧 

導入機能 整備課題との対応 

休憩機能施設 食事 ・安全性や健康をベースとした通年化、差別化を図った農

産物、加工品の開発、提供（課題３） 

駐車場 ・大館能代空港、秋田自動車道等からの回遊の仕掛けづく

り（課題５） 

トイレ ・持続性のある地域づくりへの「道の駅」の貢献（課題

１） 

情報発信機能 道路交通情報 
・施設自体が目的化した機能、役割の装備（課題２） 

観光情報・休憩施設 

地域連携機能 文化教養・観光レク

リエーション施設 

・施設自体が目的化した機能、役割の装備（課題２） 

・地域の文化の継承と新たな文化の創造、発信拠点づくり

（課題３） 

物産等販売施設 ・安全性や健康をベースとした通年化、差別化を図った農

産物、加工品の開発、提供（課題３） 

子育て応援施設 
・施設自体が目的化した機能、役割の装備（課題２） 

ドリームワールド 

防災施設 ・防災機能の強化（課題４） 

その他 イベントスペース ・地域の文化の継承と新たな文化の創造、発信拠点づくり

（課題３） 

・安全性や健康をベースとした通年化、差別化を図った農

産物、加工品の開発、提供（課題４） 

・「世界一の大太鼓」等を活用した体験・コト消費の魅力

化による市内外のファンづくり（課題５） 

釜堤 ― 

公共交通 ・大館能代空港、秋田自動車道等からの回遊の仕掛けづく

り（課題５） 
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②施設のイメージ 

導入機能ごとに想定される施設のイメージと内容等について以下の通り設定します。 

 

１）休憩機能施設 

【食事】 

基本構想（機能の方針） 施設イメージ 

① ｢食｣を通じて地域の魅力、美味しさやこだわりの

情報を発信するため、地元産を主体とした目玉メ

ニューを提供します。 

② 軽食等の気軽に取れる飲食についても、地域の食

材を活かしたメニューを提供するとともに、市内

飲食店が携われる機会を創出する仕組みを工夫し

ます。 

③ アフターコロナを見据え、屋外で食事を楽しめる

施設やテイクアウトも可能な施設を整備します。 

・家族連れを中心に市民が日常的に訪れたくな

る地産地消メニューを提供 

・休日や観光オンシーズンには、空港等のゲー

トウェイを活かした地域間交流に対応した、

目玉メニューを提供 

・アフターコロナやイベント需要に対応したテ

イクアウト 

 

施設名・優先度 内容 規模 

レストラン ◎ 

・地産地消メニュー 

・目玉（オリジナル）メニューの開発 

・非接触型会計システム 

現況：76 席、111.1 ㎡ 

（団体：100 席、317 ㎡） 

計画：70 席、225㎡ 

（団体：100 席、300 ㎡） 

軽食コーナー ◎ 

・軽食系地産地消メニュー 

・パン、アイス、コーヒー等のテナント 

・テイクアウトメニュー・屋外フードスペ

ース 

・非接触型会計システム 

現況：15 席 

1 店舗（ｶｳﾝﾀ 7 ｰ＋外席 8） 

計画：30 席、190㎡ 

2-3店舗 

 

 イメージ写真 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽食コーナー レストラン 
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【駐車場】 

基本構想（機能の方針） 施設イメージ 

① イベント開催の状況を考慮し、（太鼓祭り、もち

っこ市など）必要台数に対応したゆとりある駐車

スペースを確保します。 

② 安全で効率的な動線を確保します。 

③ 小さな子ども連れの利用者に配慮し、雨天時でも

スムーズな乗り降りが可能となるスペースを確保

します。 

④ 車いすの利用者等の身体的不自由さを感じさせな

い配置や乗り降りのスペースを整備します。 

⑤ 近隣への騒音防止のため、長距離トラックや大型

車両の駐車スペースに配慮します。 

⑥ 今後さらなる電気自動車の普及に備え、供給設

備を設置します。 

・イベント開催に対応した一般車両台数と安全

な動線。 

・大型車両は、周辺環境に配慮した駐車スペー

ス（防音柵の活用等）。 

・施設に接してベビーカー・妊婦・障がい者等

が快適に利用できる屋根付き駐車スペース。 

・SDGｓに対応し、電気自動車の供給設備の拡

充。 

 

 

施設名・優先度 内容 規模 

一般車両駐車

場 
◎ 

・イベント開催に対応した現状以上の台数 

・主要施設が利用しやすく、安全な動線 

141台（現況） 

50 台（算出） 

232台（検討） 

大型車両駐車

場 
◎ 

・近隣住居・子育て応援施設へ配慮した配

置・対策（防音柵等） 

7 台（現況） 

19 台（算出） 

19 台（検討） 

まごころ駐車

場 
◎ 

・高齢者、障がい者、妊婦、ベビーカーの

乗降がしやすく、屋根付き駐車場 

・子育て応援施設との動線配慮・屋根 

4 台（現況） 

2 台（算出） 

2 台（検討） 

2 台（子育て施設付近にも検討） 

パーク＆ライ

ド用乗降場 
〇 

・屋根付の乗降場 

 

0 か所（現況） 

1 カ所（検討） 

二輪車用駐車

場 
◎ 

・大型車等との動線分離 

・屋根付 

0 台（現況） 

10 台（検討） 

自転車用駐輪

場 
〇 

・ロードレーサー対応 

・屋根・バー付 

0 台（現況） 

10 台（検討） 

管理・業務用

駐車場 
〇 

・直売所等物品搬入出動線 

・管理者用駐車スペース 
1 カ所（検討） 

電気自動車の

充電設備 
◎ ・急速充電設備等 

1 台（現況） 

2 台（検討） 

 

 イメージ写真 

  

 

 

 

 

 

 

  

まごころ駐車場 電気自動車充電設備 
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【トイレ】 

基本構想（機能の方針） 施設イメージ 

① 明るく、清潔で、使いやすく、安心して利用でき

るトイレを整備します。 

② 子育て世帯に配慮した多機能トイレと子ども用ト

イレを整備します。 

③ 周辺道路の利用者や、施設利用者の規模等を考慮

した便器数を整備します。 

・24時間利用可能とする 

・ファミリートイレ（広いブース・幅広い扉・

チェンジングボード等）、こどもトイレを整備

するなど子育て世帯を応援 

・年齢や障がいのある方に安心な、ユニバーサ

ルデザインな多目的（多機能）トイレを設置 

 

 

施設名・優先度 内容 規模 

トイレ 

(男子・女子 )

多目的（多機

能）トイレ 

◎ 

・男女ともに広いブース・幅広扉・チェン

ジングボードを具備したファミリートイ

レを設置（大型ブース） 

・幼児用・障がい者用洗面台 

・パウダーコーナー 

・ユニバーサルデザイン 

・ベビーベッド 

・オストメイト対応前広便座 

・幼児用便器（子育て応援施設への配置を

重点） 

・アイコン表示による情報バリアフリー 

（検討） 

【休憩施設】24 時間 

男小 6基 

男大 5基（うち大型 1 基） 

女 19 基（うち大型 1基） 

多目的 2 基 

幼児用 2 基 

 

 

 イメージ写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

多機能トイレ 子ども用トイレ 
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２）情報発信機能 

【道路交通情報】 

基本構想（機能の方針） 施設イメージ 

① 国道７号や国道 105 号をはじめとする主要幹線道

路及び日本海沿岸東北自動車道等の道路交通情報

を提供します。 

・道の駅を中心として、広域の交通情報を大型

モニター等により発信 

 

施設名・優先度 内容 規模 

交通情報コー

ナー 
◎ 

・大型モニター機器（道路交通情報） 

・冊子、パンフレットラック、ポスター等

掲示板 

・道路、河川ライブカメラ 

休憩施設内と兼用 

 

【観光情報・休憩施設】 

基本構想（機能の方針） 施設イメージ 

① 世界文化遺産登録を目指す伊勢堂岱遺跡をはじ

め、日本三大樹氷や花の百名山で知られる「森吉

山」を中心とした北秋田市の魅力を発信していき

ます。 

② 広域連携による周遊性の向上やインバウンド需要

の取り込みを図るため、ＤＭＯとの連携や HP 等の

活用により魅力的でリアルタイムな情報発信を強

化します。 

③ 綴子地区に古くから伝わる「世界一の大太鼓」や

東北地方の大動脈である「羽州街道」をはじめと

する地元の様々な宝について、積極的に発信して

いきます。 

・観光施設・文化財を紹介するサイネージ等で

来場者へ多様な観光地や魅力を発信。 

・休憩施設はエントランスを兼ねて配置し、大

画面映像よる地域観光情報と、パネル等によ

る施設・物産情報等を提供。道路交通情報の

提供も兼ねる。 

・休憩室は、非常時に避難施設を兼ねるが、仮

眠設備は最小限とし商業施設には夜間アクセ

ス不可とする設備を設置（シャッター等） 

・24 時間利用できる授乳室・ベビーコーナーを

常設 

 

施設名・優先度 内容 規模 

観光案内所 

地域ＰＲコー

ナー 

 

観光を含む地

域文化情報の

発信施設 

◎ 

・大型モニター機器（北秋田市内、道の駅

周辺、広域観光の情報） 

・多言語表記 

・冊子、パンフレットラック、ポスター等

掲示板 席数：30 

面積：140㎡ 

24ｈベビーコ

ーナー 
◎ 

・授乳室 

・ベビーベッド 

・おむつ、ミルク自販機（バラ売り） 

 

休憩施設 ◎ ・休憩スペース 

イメージ写真 

 

 

 

  

情報発信・休憩スペース 
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３）地域連携機能 

【文化教養・観光レクリエーション施設】 

基本構想（機能の方針） 施設イメージ 

・歴史文化伝統と深く結びついた道の駅を目指すた

め、綴子大太鼓を広くＰＲする展示空間を確保し

整備します。 

・世界文化遺産登録を目指す伊勢堂岱遺跡をはじ

め、市内に８件ある国指定文化財の情報や地域出

身の偉人を広く発信していきます。 

・世界一の大太鼓の展示、実演・映像鑑賞がで

きる大太鼓の館をメイン施設として各種情報

提供 

 

施設名・優先度 内容 規模 

大太鼓の館 ◎ 

・大太鼓・世界の太鼓展示 

・綴子神社例大祭映像等大型モニター 

・歴史・文化解説パネル 

・用具収蔵庫 

 

（現況） 

延床 1,536 ㎡ 

大太鼓 549㎡ 

収蔵庫 73㎡ 

世界 347 ㎡ 

ホール 219㎡ 

その他 348㎡ 

太鼓実演イベ

ント 

太鼓体験 

◎ 

・実演スペース、太鼓祭り演奏・観覧スペ

ース 

・出演者控え・着替え・練習スペース 

・体験用の自由に叩ける太鼓、大太鼓の高

さを体験できる見学通路等、魅せ方を工

夫 

― 

 

 イメージ写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大太鼓展示ホール（既存） 
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【物産等販売施設】 

基本構想（機能の方針） 施設イメージ 

・多くの生産者が産品を販売できる、地域に根差し

た直売施設を整備します。 

・障がいのある人にも働く場や社会活動の場と機会

づくりを進めます。 

・消費者ニーズに対応するため、豊富な品揃えがで

きる空間を確保し、EC サイト等を含めた多様な販

売方法を検討するなど、地元産品の消費拡大や産

地育成・振興の拠点となる施設を整備します。 

・冬場の生鮮野菜等、四季を通じた商品の不足への

品揃えを工夫します。 

・観光客のみならず市民に日常的に利用される

よう、多様な食品売り場施設として整備 

・遠隔地との連携による生鮮野菜等の入荷 

・農産物直売、物産販売はフロア共有（レジ統

一） 

・季節に応じてレイアウト変更が容易な移動式

商品棚 

・休憩目的の方々を誘客できる「見せる・匂

わせる」工夫展示 

 

施設名・優先度 内容 規模 

農産物直売施

設 
◎ 

・木調の設え、スポット照明 

・お取り寄せ、宅配発送 

・非接触媒体会計システム 

・会計・在庫管理連動、連絡システム 

・バックヤード（生鮮・冷蔵・冷凍在庫保

管、棚卸、ラベル張り、商品発送等） 

（現況） 

産直所：166 ㎡ 

 

（検討） 

産直と物産販売をフロア共有と

し、現況以上の売り場面積 

物産販売施設 ◎ 

・木調の設え、スポット照明 

・お取り寄せ、宅配発送 

・非接触媒体会計システム 

・バックヤード（生鮮・冷蔵・冷凍在庫保

管、棚卸、商品発送等） 

（現況） 

ぶっさん館販売：302㎡ 

 

（検討） 

産直と物産販売をフロア共有と

し、現況以上の売り場面積 

 

 施設イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

産直・物産一体的な売り場 
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【子育て応援施設】 

基本構想（機能の方針） 施設イメージ 

・雨天の際も楽しめる屋内施設を屋外のドリームワ

ールドと並列し、一体となった施設を整備しま

す。 

・屋内施設は子どもの年齢に合わせた整備とスペー

スを備え、木育の観点から木の持つ温もりや優し

さを実感できるよう、地元産の木材を活用した施

設を整備します。 

・施設内では、おむつやミルクを購入でき、おむつ

交換場所や授乳施設を整備します。 

・騒音対策などに配慮した子育て世帯の交流の場を

提供します。 

・年間を通じて子どもたちが元気に遊べる遊戯

施設 

・幼児連れの家族がゆっくりできる 

・ドリームワールドと併設 

 

施設名・優先度 内容 規模 

屋内遊戯施設 ◎ 

・ドリームワールドに隣接し、内外のアク

セスが容易な出入り口 

・木育を意識したユニバーサルデザインの

遊具 

・対象年齢：0～12 歳・年齢に応じた区画

分けで安全確保 

・施設全体を見通せる保護者見守りスペー

ス 

600㎡ 

屋内共有施設 ◎ 

・幼児用便器、幼児用洗面台、ファミリー

トイレ 

・授乳室 

・ロッカールーム 

・休憩（飲食）スペース 

・おむつ・ミルク販売 

【子育て応援施設】 

男小 3基、男大 2基、女 4基 

多目的 1 基、 

幼児用 2 基 

 

屋内と屋外利用者それぞれが使い

やすいようなトイレの設置 

 

 施設イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

屋内遊戯施設 

授乳室 
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【ドリームワールド】 

基本構想（機能の方針） 施設イメージ 

・ドリームワールドでは、土日祝日も多様な子ども

達が誰でも、おもいきり身体を動かせる遊具と広

場を整備します。 

・「親子で楽しめる」ことに主眼をおき、３～12

歳の幅広い層の子供たちがのびのびと遊べる

空間を提供 

 

施設名・優先度 内容 規模 

屋外遊戯施設 ―※ 

・屋外での遊び場の整備（バッテリーカー

コース等） 

・芝生広場（冬期間は雪遊び可能な空間）

をメインとした整備 

対象年齢：３～12歳 

屋外水遊び施

設 
―※ ・フロアから吹き上がる噴水 80 ㎡ 

 ※道の駅整備事業には含まず、道の駅リニューアルに合わせて市で別途整備。 

 

【防災施設】 

基本構想（機能の方針） 施設イメージ 

① 当市の地域防災計画で「指定緊急避難場所」、「指

定避難所」に位置づけされています。市内で唯一

の「防災拠点施設」であり、県の「緊急輸送道路

ネットワーク計画」における「指定拠点」にも位

置づけられているため、この防災機能の強化と拡

充を図ります。 

② 広域的にも重要な拠点として、支援活動や救援物

資の中継・提供、情報の収集・提供など、災害時

における「情報」「物」「場所」を集約する防災拠

点として活用できる機能を整備します。 

・災害発生時に迅速に避難場所の開設し被災者

等を受け入れ 

・施設内または敷地内に防災備蓄倉庫を整備

（市・国備蓄分） 

※想定災害 

・水害（米代川氾濫・地域住民） 

・雪害（国道 7 号通行止め・道路利用者） 

・広域災害（中継点） 

 

施設名・優先度 内容 規模 

防災情報設備 

避難施設 

備蓄施設（倉

庫） 

◎ 

・防災トイレ 

・非常用発電機（50kvA、燃料 950ℓ ：３日

分） 

・防災倉庫 

・災害時用貯水槽(16,400ℓ ：飲用不可) 

・防災用資機材（、折り畳み式貯水槽、電

工ドラム、屋外投光機、簡易浄水器、懐

中電灯、カラーコーン、コーンバー、夜

間作業用照明、非常食、飲料水、間仕切

り、段ボールベッド、おむつ、生理用

品、医薬品等） 

・感染症対策資材（消毒薬等） 

・防災備蓄倉庫整備 

・非常用発電機と災害時用貯水槽

は既存の設備を利用 
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４）その他 

【イベントスペース】 

基本構想（機能の方針） 施設イメージ 

・天候に左右されないイベントスペースを確保し、

賑わいの創出を図ります。 

・物販・飲食イベント、軽トラ市、講演会、トーク

ショー、ビアガーデン、パブリックビューイング

等、年間を通じて利用 

・平時は、来場者が自由にくつろげるよう、テーブ

ル、イスを設置し休憩スペースとして利用 

・屋根をかけたイベント広場を整備 

・既存施設と整備施設の間に一体感と賑わいを

演出 

 

施設名・優先度 内容 規模 

イベント広場 ◎ 
・大太鼓実演・太鼓祭り・もちっこ市 

・大太鼓展示室 or 軽食コーナー隣接 

・地域展等催事対応（電源・給排

水・動線） 

（現況） 

・大太鼓野外ステージ 83㎡ 

・観覧スペース：約 1,012㎡ 

 

 施設イメージ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

屋根付きイベント広場 
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【発電施設、釜堤】 

基本構想（機能の方針） 施設イメージ 

・釜堤等については利用者の安全を確保し、周辺環

境と調和を図ります。 

・道の駅利用者が安全に散策できるような環境

を整備 

 

施設名・優先度 内容 規模 

発電施設 

（ボルタ―） 
―※ 

・足湯 

・EV電源 
― 

釜堤 ―※ ・サイクリングコース ― 

 ※道の駅整備事業には含まず、道の駅リニューアルに合わせて市で別途整備。 

 

 

 

 

 

【公共交通】 

基本構想（機能の方針） 施設イメージ 

・市内循環バス・路線バス・観光バス等の立寄り場

（パークアンドライド）としての利用を目指しま

す。 

・市内循環バスの立ち寄り 

・バス利用者等の駐車スペース確保 

 

施設名・優先度 内容 規模 

バス停 

パークアンド

ライド（バス

利用者）用駐

車スペース 

◎ 
・市内循環バス、観光バス等の立ち寄り場  

・既存乗合タクシーの立ち寄り 

・長期的な駐車と一般駐車車両とを区分け 

区画線で表示 
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（４）導入機能の施設規模 

①駐車場施設（現況：小型 150台、大型 20台） 

１）休憩機能の駐車場施設 

「道路設計要領（国土交通省中部地方整備局 2014年 3月）」に記載の「一般道路の休憩施設計画の手

引き（案）」に準拠し、国道７号の平成 27 年道路交通センサスデータの交通量（現況交通量）をもと

に検討を行います。 

 

＜駐車ますの算定＞ 
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出典：「道路設計要領（国土交通省中部地方整備局 2014年 3月）」 

 

■対象区間延長 

「道路設計要領（国土交通省中部地方整備局 2014 年 3 月）」によると、「対象区間の選定にあたって

は、沿道の主な都市・観光地等との位置関係、道路構造、交通特性等に配慮する必要があります。 

また、休憩施設の配置計画にあたっては、既存施設との位置関係、道路の幾何構造等を考慮する必

要があり、類似施設も含めて休憩施設相互の最大間隔は、25km 以下とすることが望ましい。」とされ

ています。 

近隣の既存道の駅との距離を見ると、「道の駅 大館能代空港」との距離は 8.2 ㎞（移動時間約 13

分）、「道の駅 ふたつい」との距離は 12.3㎞（同約 14分）、「道の駅ひない」との距離は 23.9㎞（同

約 28 分）となっていますが、本計画における「対象区間の延長」設定については、「道の駅 たかの

す」と連絡する主要交通ルートとなる国道 7 号沿道で最も遠い「道の駅 ひない」までの 23.9km とし

て設定します。 

 

「道の駅 たかのす」と周辺の道の駅までの距離 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※いずれも国道経由 

  

道の駅 たかのす 

道の駅 ふたつい 

道の駅 大館能代空港 

道の駅 ひない 

8.2km 
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■計画交通量について 

 

平成 27 年道路交通センサス 

路 線  昼間 12時間自動車類交通量  24時間自動車類交通量 

昼 

夜 

率 
昼ピ 

間│ 

12ク 

時比 

間率 

昼大 

間型 

12車 

時混 

間入 

 率 

路 

線 

番 

号 

路 線 名 

（上下合計） （上下合計） 

小
型
車 

大
型
車 

合
計 

小
型
車 

大
型
車 

合
計 

 

（台） （台） （台） （台） （台） （台） (%) (%)  

7 一般国道７号 7181 2119 9300 8397 2763 11160 1.20 10.7 22.8  

出典：「平成 27 年度道路交通センサス」 

 

平成 27 年道路交通センサス  単位：台/12ｈ 

  上り 下り 計 

小型車 3,591 3,590 7,181 

大型車 1,107 1,012 2,119 

計 4,698 4,602 9,300 

大型混入率 23.6% 22.0% 22.8% 

上下比率 50.5% 49.5% 100.0% 

 

令和 12 年将来交通量     単位：台/24ｈ 

  上り 下り 計 

計 3,232 3,168 6,400 

小型車 2,469 2,471 4,940 

大型車 763 697 1,460 

 

①推計交通量からセンサスの上下比率を用いて上下交通量を算出 

   推計交通量×上下比率 

②①で算出した上下交通量にセンサスの大型車混入率を用いて小型車及び大型車の交通量を算出 

   推計交通量（上下）×大型車混入率＝大型車台数 

 推計交通量（上下）－大型車台数＝小型車台数 
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■必要駐車ますの算定 

必要駐車ますは、次式により算出します。 

必要駐車ます数＝対象区間の延長×計画交通量×立寄率×ラッシュ率×駐車場占有率 

 

  小型車 大型車 

対象区間の延長（㎞） Ｌ 23.9 23.9 

計画交通量（台/24h） Ｂ 4,940 1,460 

立寄率 Ａ 0.007 0.008 

ラッシュ率 Ｒ 0.10 0.10 

駐車場占有率 Ｄ 0.25 0.33 

駐車ます数 Ｎ＝Ｌ×Ｂ×Ａ×Ｒ×Ｄ 21台 10 台 

総駐車ます数 ΣＮ 31 台 

※各算出値は切り上げ 

 

また、身障者用の駐車ますは「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」に基づいて設定します。 

    

 

 

 

  〇身障者用駐車ます＝31台×1/50＝0.62 → 1 台 

 

以上より、休憩機能の駐車場施設の駐車ますは、 

  小型車 21台、大型車 10 台、身障者用 1台、合計 32 台となります。 

 

  

【身障者用駐車場施設設置基準】 

  総駐車場数≦200.の場合：（総駐車場）×1/50 以上 

  総駐車場数>200 の場合：（総駐車場）×1/100＋2 以上 
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２）その他施設利用者用（地域連携機能）の駐車場施設 

「道路設計要領（国土交通省中部地方整備局 2014年 3月）」により、サービスエリアの考え方を用い

て算出した値から、パーキングエリアの考え方を用いて算出した値（休憩機能の駐車ます数）を引い

た値を、地域連携機能の駐車場施設の駐車ます数とします。 

サービスエリアの考え方で必要な駐車ますは、次式により算出します。 

必要駐車ます数＝計画交通量×休日サービス係数×立寄率×ラッシュ率/回転率 

 

  小型車 大型車 

計画交通量（台/24h） A 4,940 1,460 

休日サービス係数 B 1.4 1.4 

立寄率 C 0.175 0.25 

ラッシュ率 D 0.100 0.075 

回転率 E 2.4 2.0 

駐車マス数 Ｎ＝A×Ｂ×C×D×E 50台 19 台 

総駐車マス数 ΣＮ 69 台 

※各算出値は切り上げ 

 

パーキングエリアの考え方で必要な駐車ます数は、（１）で算出した休憩機能で必要な駐車ます数と

します。 

〇小型車 21台、大型車 10 台、身障者用 1台、合計 32台 

 

よって、その他施設利用者用（地域連携機能）の駐車場施設の駐車ます数は、 

 〇小型車＝50台－21台＝29台 

 〇大型車＝19台－10台＝9 台 

 

身障者用の駐車ますは「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」に基づいて設定します。 

 〇身障者用駐車ます＝（29台＋9台）×1/50＝0.76 → 1台 

 

■必要駐車ます数 

パターン 
算出結果 

小型 大型 身障者 合計 

休憩機能の駐車ます数 21 台 10 台 1 台 32 台 

地域連携機能の駐車ます数 29 台 9 台 1 台 39 台 

合計 50 台 19 台 2 台 71 台 
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３）検討結果  

以上より算出した必要駐車ます数を下限としつつ、現況(小型 150 台、大型 20 台)程度の規模を想定

しながら敷地内配置スペース等から以下のとおり設定します。 

 

自動車駐車場区分 台数 
一般車両駐車場 232 

大型車両駐車場 19 

まごころ駐車場 4 

パーク＆ライド用乗降場 1 

ＥＶ車用（充電施設） 2 

二輪車駐車場 10 

自転車用駐輪場 10 

 ※二輪車駐車場と自転車駐輪場については、現況はありませんが、今後の需要を想定して一定程

度を確保することとします。 
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②トイレ（現況：直売所 44.8㎡） 

１）道路設計要領（設計編）第３章（中部地方整備局 平成 27年 3月）に基づく算定 

道路設計要領（設計編）第３章（中部地方整備局 平成 27 年３月）に基づいて算出すると、以下

のとおりです。 

 

 

 

 

 

トイレ数＝各種便器数×総駐車ます数／５０ 

 〇男（小）＝4個×71台/50＝6個 

 〇男（大）＝2個×71台/50＝3個 

 〇女＝6個×71台/50＝9 個 

 

２）設計要領第六集建築施設編（東日本高速道路株式会社 令和元年 7月）に基づく算定 

サービスエリアの標準規模に基づいて算出すると、以下のとおりです。 

 

         片側駐車ます数に対する建築施設（サービスエリア）    （単位：㎡） 

片側駐車ます数 
（台） 

トイレ 
休憩所 付帯施設 

一般部・都市部 観光部 

300 580 500 250 550 

250 490 430 210 550 

200 390 350 210 550 

150 310 280 170 550 

100 230 200 140 550 

50 140 130 140 550 

 

 小型車 
大型車 

（バス） 

大型車 

（トラック） 

a駐車マス数 50 6 13 

b回転率 2.4 3.0 2.0 

c駐車台数（台/H） 

＝a×b 
120 18 26 

d平均乗車人員（人/H） 2.2 27 1.1 

E立寄人数（人/H） 

 ＝c×d 

264 486 29 

計 779 

fトイレ利用率 0.76 

g性別比率 男 0.54、女 0.46 

hピーク率 男 2.1、女 2.8 
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i便器利用人数（人/H） 

 ＝e×f×g/h 

男 672 

女 763 

j便器回転率 男 95人/H、女 40 人/H 

便器数 

男小便器利用率 0.8 

男大便器係数 0.75 

男小＝i/j×0.8 

＝672/95×0.8 

＝5.6 

≒6 

男大＝6×0.75 

＝4.5 

≒5 

女＝i/j 

＝763/40 

＝19.075 

≒19 

また、大型トイレを男子トイレ、女子トイレそれぞれに１以上（さらにトイレ内を分割する場合に

はそれぞれのブロック毎に１以上）設置することとされています。 

以上から、必要トイレ数は以下のとおりとなります。 

 

 〇男（小）＝6個 

 〇男（大）＝5個（うち大型１基） 

 〇女＝19個（うち大型１基） 

 

３）検討結果値 

以上により、トイレの便器数は、休憩機能と地域連携機能への来館者に対するサービスを充実する

観点から、サービスエリア相当の便器数を確保することを基本としますが、子育て支援施設について

は個別に大人用、幼児用トイレを確保することとします。 

 

対象施設 設置 

休憩所 男小 6基 

男大 5基（うち大型 1基） 

女 19基（うち大型 1基） 

多目的 2基 

幼児用 2基 

子育施設 男小 3基 

男大 2基 

女 4基 

多目的 1基 

幼児用 2基 
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③休憩・情報発信機能施設 

休憩・情報発信機能施設の規模については、設計要領第六集建築施設編（東日本高速道路株式会社 

令和元年 7月）に基づき、140 ㎡とします。 

 

種別 規模等 

座席数 30席 

面積 140㎡ 
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④食堂（現況：76席、111.1㎡） 

食堂の規模については、設計要領第六集建築施設編（東日本高速道路株式会社 令和元年 7月）に基

づき 331.2㎡と算定されます。 

 

 小型車 
大型車 

（バス） 

大型車 

（トラック） 

a駐車マス数 50 6 13 

b回転率 2.4 3.0 2.0 

c駐車台数（台/H） 

＝a×b 
120 18 26 

d平均乗車人員（人/H） 2.2 27 1.1 

e立寄人数（人/H） 

 ＝c×d 
264 486 29 

f食堂利用率 0.3 0.1 0.3 

g食堂利用人数（人/H） 
79.2 48.6 8.7 

計 137 

J食堂回転率 2.0 人/H 

座席数 

137/2.0 

＝68.5 

≒69 

１人当り面積 1.6 ㎡/人 

食堂総面積 
69×1.6×3 

＝331.2㎡ 

 

【検討結果値】 

上記より算出した必要面積を下限としつつ、現況のレストラン（食事スペース 77 ㎡、厨房 33 ㎡)程

度の規模を想定しながら、軽食コーナーや団体用食事スペースの配置も想定し、以下のとおり設定し

ます。 

 

施設名 規模 

レストラン 席数 70席 

面積 225㎡ 

軽食コーナー 席数 30席 

面積 190㎡ 

団体用（多目的ホール） 席数 100席 

面積 300㎡ 
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⑤物産等販売施設（現況：物産館 302.48㎡、農産物等直売所 165.53㎡） 

物産等販売施設の規模については、現況は物産館 302.48㎡、農産物等直売所 165.53㎡ですが、設計

要領第四集休憩施設設計要領（東日本高速道路株式会社 平成 17 年 10 月）では以下のとおり示され

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検討結果値】 

上記より算出した必要面積を下限としつつ、事例及び現況の産直所（166 ㎡）、物産施設（302 ㎡)の

規模から、一体的な施設としての規模を想定して、以下のとおり設定します。 

 

施設名 規模 

現産直所 166㎡ 

現ぶっさん館（販売） 302㎡ 

計 468㎡ 
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⑥子育て応援施設（屋内遊戯施設、屋内共有施設） 

子育て応援施設（屋内遊戯施設、屋内共有施設）については、近年整備された幼児～児童向けの屋

内遊戯施設の事例をみると以下のとおりです。 

 

■子育て応援施設（屋内遊戯施設）の事例 

 

 

 

 

 

 

【検討結果値】 

子育て応援施設については、上記事例を参考に 600㎡と設定します。 

 

施設名 規模 

子育て応援施設 600㎡ 

 

 

 

 

 

  

施設名 規模 

日南市子育て支援センター「ことこと」 564 ㎡ 

とよた子育て総支援センター「あいあい」 522 ㎡ 

高畠町屋内遊戯場「もっくる」 1,102 ㎡ 
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３ 施設整備基本計画 

（１）計画条件の整理 

①建築物 

〇食事施設 

レストラン、軽食コーナーに加え、団体用食事スペースとして多目的ホールを計画します。 

〇トイレ 

トイレは、休憩機能エリアと子育て応援施設それぞれに必要基数を確保します。 

〇情報発信・休憩施設 

道路交通情報と観光情報・休憩施設を一体化した空間として計画し、道の駅のメインエントラ

ンスを兼ねるとともに、24時間利用可能な空間とします。 

〇文化教養・観光レクリエーション施設 

大太鼓の館については、既存の大太鼓展示スペースを中心に引き続き活用しますが、施設の一

部については機能の見直しを行い必要に応じて撤去します。 

〇物産等販売施設 

農産物直売施設と物産販売施設については、既存の機能を引き続き確保するため現況と同規模

の施設を計画します。 

〇子育て応援施設 

屋内遊戯施設と共有施設を合わせて、ドリームワールドに併設します。 

〇防災施設 

防災用資機材等を保管する防災倉庫を整備します。 

 

②駐車場 

〇一般車、大型車 

一般車両用の駐車スペースを 232 台分確保します。大型車用駐車スペースは、19 台分確保しま

す。 

〇まごころ駐車場 

身障者や妊婦等のための屋根付き駐車場は、休憩機能エリアに隣接して 2 台、子育て応援施設

（屋内遊戯施設）に隣接して 2台の計 4台分確保します。 

〇その他駐車場 

二輪車用駐車場と自転車用駐輪場をそれぞれ 10台ずつ確保します。 

電気自動車のための充電施設を 2台分確保します。 

管理・業務用駐車場を 1カ所確保します。 

 〇バス 

バスへの乗り継ぎのためのパーク＆ライド用駐車スペースを、一般の小型車両用駐車スペース

の中から一定程度確保します。 

市内循環バス等の停車スペースを確保します。 
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③その他 

〇大太鼓祭りや各種イベント開催の場として、屋根をかけた全天候型のイベントスペースを、大

太鼓の館に隣接して整備します。 

〇冬期間の除雪による堆雪スペースについては、駐車スペースを活用します。 

〇既存の農産物直売施設「産直おおだいこ」については、引き続き有効活用を図ります。 

〇貯水槽・非常用発電施設については、引き続き現況のまま維持・活用します。 

〇現況の大太鼓の館東南側には下水道管路があり、この上部は建築不可です。 
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■計画条件図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

発電施設（ボルター）は現況のまま維持・活用 

貯水槽・非常用発電施設は現況のまま維持・活用 

農産物直売施設「おおだいこ」の建物の有効活用 

「大太鼓の館」の一部は機能の見直し又は撤去 

下水道管路上部は建築不可 
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■計画諸元 

整備施設 規模 

休憩機能施設 

食事施設 

レストラン 70席、225㎡ 

軽食コーナー 30席、190㎡ 

団体用（多目的ホール） 100席、300㎡ 

駐車場 

一般車両 232台 

大型車両（観光バス含む） 19台 

まごころ駐車場 4台（うち子育て施設付近に2

台） 

パーク＆ライド用乗降場 1カ所 

二輪車用駐車場 10台 

自転車用駐輪場 10台 

管理・業務用駐車場 1カ所 

電気自動車の充電設備 2台 

トイレ 

男小 6基 168㎡ 

男大 5基（うち大型1基） 

女 19基（うち大型1

基） 

多目的 2基 

幼児用 2基 

情報発信機能 
道路交通情報 

30席、140㎡ 
観光情報・休憩施設 

地域連携機能 

文化教養・観光レクリエーション施設 大太鼓の館（現況1,536㎡）

の一部 

物産等販売施設 
農産物直売施設 166㎡ 

物産販売施設 302㎡ 

子育て応援施設 

屋内遊戯施設 

 

600㎡ 屋内共

用施設 

授乳室、休憩（飲食）ス

ペース、ロッカールー

ム、おむつ・ミルク販売 

トイレ 

男小 3基 

男大 2基 

女 4基 

多目的 1基 

幼児用 2基 

ドリームワール

ド 

屋外遊戯施設  現況の

まま 屋外水遊び場 80㎡ 

防災施設（防災備蓄倉庫） 敷地内または建物内に設置 

その他 

建物共用スペース（階段室等） 159㎡ 

イベントスペース（広場） 1,100㎡ 

発電施設（現況ボルター） 現況のまま 

釜堤 現況のまま 

バス利用者用駐車スペース 一般車両駐車場の中で区分 

※上記のうち、新規施設（建物）の床面積は合計で 2,250 ㎡となります。 
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（２）施設配置及び動線計画（案） 

①施設配置 

各建物は、相互の回遊と駐車場からのアクセスをしやすく配置します。 

そのため、大太鼓の館を起点として、ドリームワールドへの歩行者のアクセス動線を確保しつつ、

それとの連動性に配慮して子育て支援施設、休憩ホール・レストラン、産直施設を列状に配置します。 

イベント等の賑わいと一体性を演出するため、大太鼓の館とドリームワールドとの間にイベント広

場を配置します。 

 

②動線計画 

円滑な車両と人の動線確保に向けて、構内メイン車両動線を国道７号から 1箇所の出入り口からルー

プ状に配置するとともに、各棟へのアクセス利便性に配慮して駐車スペースを各施設前面に配置しま

す。 

歩行者は、各建物に沿って車両動線とは分離して移動する動線を確保します。 

各施設への商品搬入等のサービスのための車両動線を、施設背面に確保します。 

 

③その他 

豪雨時の浸水等による被害が及ばないよう、建物の地盤面を高くし、適切な排水施設を設けること

により、雨水による建物への浸水を抑えます。  

 

■ゾーニング図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドリームワールド 

駐車スペース
を各施設前面

に配置 

一般車両動線 

歩行者動線 

建物 

車両動線をループ状に配置 

子育て支援施設、休憩ホール・レ
ストラン、産直施設を列状に配置 

駐車スペース 

施設背面に商品搬入等サービ
スのための車両動線を配置 

国道 7 号 

管理用車両動線 
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（３）施設配置計画図（案） 

                                                                      ※今後の関係機関との調整により変更となる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大太鼓の館 
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（４）概算事業費の算定 

 

本施設整備の概算事業費は以下のとおりです。 

 

道の駅たかのす基本計画概算事業費 

工種 単位 数量 
金額 

（千円） 
備考 

土
木
工
事 

土木工事費 式 １ 232,125 21,643 ㎡ 

内 

訳 

造成工 式 １ 106,079 切盛土工、舗装撤去工等 

駐車場工 式 １ 66,466 舗装工、区画線工等 

雨水排水工 式 １ 59,580 路面排水工、水路函渠工等 

諸経費 式 １ 139,275  

小計 371,400  

建
築
工
事 

建築工事費 ㎡ 2,250 752,900  

内 

訳 

休憩機能 ㎡ 883 237,430 食堂・軽食・トイレ 

地域連携機能 ㎡ 1,227 

329,930 文化教養・観光ﾚｸ施設、物

産等販売施設、子育て応援

施設、防災施設 

情報発信機能 ㎡ 140 
37,650 道路交通・観光情報（ホー

ル） 

その他 ㎡ 1,100 147,890 ｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ 

諸経費 式 １ 159,700  

小計 912,600  

そ
の
他 

委託業務費 式 １ 89,100 測量等 

管理運営費 式 １ 16,900 備品等 

合計 1,390,000  

※ドリームワールド改修費・物産館解体費は含まない。 
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４ 管理運営基本計画 

（１）事業手法及び管理運営手法の整理 

 

①事業主体と事業手法 

「道の駅」の事業手法については、道路管理者と市町村等で整備する「一体型」と市町村で全て整

備を行う「単独型」の 2 種類があります。全国の「道の駅」の整備手法の割合は、一体型が 653 駅

（55％）、単独型が 540駅（45％）（令和 3年 6月 11日現在）となっています。 

 

■「道の駅」の整備主体と整備手法 

整備主体（設置者） 
市町村又は市町村に代わり得る公的な団体（都道府県、地方公共団体が三

分の一以上を出資する法人または市町村が推薦する公益法人） 

整備手法 

単独型 一体型 

「道の駅」を構成する施設をすべて

設置者（市町村等）が整備する。 

駐車場・休憩施設・トイレ・情報

提供施設の一部を道路管理者が整

備し、その他を設置者（市町村

等）が整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■整備主体と整備内容 ■整備手法の割合 

単独型 
540駅 
 
45％ 

一体型 
653駅 
 
55％ 

令和 3 年 6 月 11 日時点 

道の駅登録数 総数 1,193駅 

資料：国土交通省ホームページより作成 
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②整備・管理運営手法の検討 

１）整備・管理運営手法の種類 

「道の駅」の整備・管理運営手法としては、市が施設を整備し、市で管理運営する「公設公営」方

式と、市で施設を整備し、民間が管理運営する「公設民営」方式があります。 

 

２）整備・管理運営手法の方針 

整備・管理運営手法の方針については、道の駅の特性や本市における道の駅の整備目的を踏まえ、

以下のとおり方針を整理します。 

■民間事業者等の運営ノウハウの活用 

道の駅は、多種多様なサービスと収益要素が含まれているため、民間事業者等の運営ノウハウを最

大限発揮し、サービスの向上や収益性の確保による持続的かつ安定的な運営が必要です。 

■公益的機能を活かした取り組みの充実 

道の駅の特性を活かした情報発信や交流人口拡大に向けて、北秋田市の PR や新たな魅力の創出・発

信の場であるほか、市民の地域交流の場として活用することが求められます。 

■市民及び地元事業者等の参画の必要性 

道の駅は、地域振興施設としての役割を担うことが目的の一つであり、本市では、その特性を活か

したまちづくりを目指します。そのため、新たな交流を目的とした市民や農商工業者など地元事業者

の参画が必要となります。また、それらの参画を通して市内の地域資源の利活用が促進されることで、

地域全体の活性化に繋げていきます。 

 

３）整備・管理運営手法のまとめ 

道の駅は、道路利用者の利便性の確保、市民の新たな交流や活動の推進による地域振興など公益的

な役割を担うとともに、農産物直売所や飲食事業などの収益事業を通じ、地域の活性化を図る施設で

あり、「公益性」と「収益性」の両面を併せ持っています。 

また、道の駅は年間数十万人が訪れる集客施設であることから、顧客サービスやイベント企画等に

よる賑わいの創出が求められます。 

このような賑わいの創出や販売、企画、サービスの提供や人材育成等による安定的な収益性の確保

は民間が有するノウハウです。これらの整理内容を踏まえ、本市における整備・管理運営手法につい

ては、民間ノウハウを導入することを目的に、公共が施設を整備し民間が管理運営を行う「指定管理

者制度」を適用した「公設民営」方式で管理運営を行います。 
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整備・管理運営手法の概要と比較一覧 

整備・管理

運営手法 

公設公営 公設民営 公設民営 

市直営 指定管理者 PFI事業者 

概要 〇公共が資金調達を行い施

設を整備 

〇自治体が直接管理運営を

行う形態 

〇トイレ等の維持管理や販

売・飲食施設の運営など

施設ごとに業務委託また

はテナント方式をとる場

合が多い 

〇公共が資金調達を行い施

設を整備 

〇管理運営を民間等に委託

する形態 

〇指定管理者が独立採算で

事業を行う場合と、行政

が委託料を支払う場合が

ある 

〇販売・飲食施設などテナ

ント方式をとる場合もあ

る 

〇民間事業者が資金調達を

行い施設を整備 

〇資金負担は公共となり、

民間へ返済する形。 

〇施設の建設と管理運営を

一体的に民間に委ねる形

で、PFI方式が代表的な

形態となる 

メリット 〇公共目的が直接反映でき

る 

〇行政施策との連動が図り

やすい 

〇民間ノウハウを活用した

効果的・効率的な施設の

運営・維持管理が期待さ

れ、常に変化する利用者

ニーズに柔軟に対応で

き、サービスの質的向上

やコスト削減が見込まれ

る 

〇契約期間を定めるため、

期間ごとに公共の政策的

な変更に対応が可能 

〇事業費について、長期的

に民間へ返済するため、

市の財政負担の平準化が

見込まれる 

〇設計・施工・運営・維持

管理まで一貫して同一の

民間事業者が行うため、

整備・経営方針の一貫性

が担保でき、事業全体の

効率性が向上する 

デメリット 〇収益施設の運営ノウハウ

が少ないため、収益性が

求められる道の駅の統合

的な管理運営が困難とな

る場合がある 

〇行政が公的な立場から判

断するため、利用者ニー

ズへの対応の遅れや、大

胆な取り組みがしづらい

可能性がある 

〇設計・施工・運営・維持

管理の事業者を個別で選

定するため一貫性は担保

できない 

〇事業期間ごとによる契約

のため、運営者にとって

長期的な視点での運営計

画が立てにくい可能性が

ある 

〇公共による起債と比較し

て、資金調達コストが増

加することが懸念される 

〇事業者の利益が優先さ

れ、道の駅が持つべき公

益性が軽視される懸念が

ある 

〇PFI導入可能性調査・事

業者選定に2年以上を要

し、事業期間が長期化す

るなど調査費等のコスト

が増加する 
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③管理運営体制の方向性について 

１）管理運営の基本的な考え方 

管理運営における基本的な考え方は、「道の駅」が公益性と収益性の両面を併せ持つ施設であること

と、本市における「道の駅」の整備目的及び整備コンセプトを踏まえ、以下のとおり整理します。 

■管理運営主体 

「道の駅」は、公益性・収益性の両面から、利用者ニーズに合わせた多種多様な機能・サービスを

提供することが求められており、施設全体としての統一的な魅力を発揮することが重要となります。 

そのため、整備目的等における公益性の確保を条件としつつ、利用者ニーズに柔軟に対応でき、サ

ービスの質的向上やコスト削減が見込まれる民間の企業や団体を管理運営主体として選定します。 

■商品供給体制の構築 

農産物直売所や飲食施設等を、年間を通じて魅力的な施設として継続的に運営するためには、安定

的な商品供給体制の構築が必要となります。 

そのため、農産物の供給が減少する冬季の対策を含めて、市内外の農商工業者等との連携を含めた

出荷者の確保・育成や、取りまとめる組織体制づくりなど、多方面との連携を図ることが重要となり

ます。 

■地域を活かした市民協働の推進 

道の駅たかのす整備をきっかけに北秋田市の個性や特性を持つ地域資源を掘り起こし、まちの魅力

として活かすことで、地域全体の活性化に繋がる取り組みが期待されます。そのためには市民・NPO・

企業等の多様な主体の参画を促し、また新たな協働体制の構築が望まれます。 
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（２）事業スケジュール 

 

本施設の整備スケジュールは、以下のとおりですが、より多くの来場者が訪れ、にぎわいが生ま

れる施設づくりにむけて、検討を慎重に行っていくため、変更となる可能性もあります。 

 

 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 ～完成 

設 計 ・

工事 

基本設計 
     

実施設計 
     

工事 
     

各 種 手

続等 

建築確認申請 
     

管理運営組織 
     

運営開始 
    ◎ 

オープン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

検討、選定 
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（３）今後の課題 

 

道の駅たかのす整備に向けた課題を以下に整理します。 

 

①一体整備に関する調整・検討 

道の駅たかのすの前面道路が国道 7号に面することから、道路管理者である国との一体整備を予定し

ます。今後、道路管理者である国との役割分担等について協議していく必要があります。 

 

②管理運営計画の策定 

適正な管理運営体制の構築を図るため、具体的な管理運営形態について検討が必要です。また、管

理運営手法について指定管理者制度の導入を見込んでおり、施設の設計や事業収支計画を試算し、そ

れらの情報をもとに、指定管理候補者の選定に向けた、指定管理者募集要項の検討が必要です。 

 

③指定管理候補者の選定 

管理運営計画で得られた情報をもとに、指定管理者の募集を行うことになりますが、選定された事

業者は、今後具体的に取り組んでいく出荷者組織等の立ち上げに向けて、市内農商工団体等と商品供

給体制の構築や連携を図るとともに、道の駅の基本設計等にも施設運営の立場から参画し、市と一体

となって開業準備に向けて取り組んでいく必要があります。 

 

④出荷・商品供給体制の構築 

道の駅開業準備段階から出荷者等と綿密な連携体制づくりを進めることが、開業後の豊富な品ぞろ

えとなる商品供給体制に繋がることから、指定管理候補者とともに早期に出荷者準備組織等を結成す

ることが望まれます。 

 

⑤市民及び地域企業等の参画を目指した仕組みづくり 

今後は来訪者の地域内周遊性を高めるためにも、潜在的地域資源を掘り起こし、新たな地域の魅力

に転換していく必要があります。これらの実現には市民や地域企業等の多様な主体の参画が重要とな

ることから、道の駅との連携体制づくりが望まれます。 

 

⑥建築・外構設計の検討 

施設整備に向けては、市民意見や施設運営者の意向を踏まえながら、北秋田市の新しいランドマー

クとして、国道 7 号のドライバーから認識されやすいデザインの検討が望まれます。一方、施設周辺

には民家や集落等もあることから、これらとの協調にも配慮した施設の意匠やデザインとすることが

望まれます。 

 


